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平成25年12月４日（水曜日）

午前10時０分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成25年度宮崎県一般会計補正

予算（第３号）

○議案第３号 使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例

○議案第５号 職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例

○議案第６号 知事等の退職手当に関する条例

等の一部を改正する条例

○議案第15号 工事請負契約の締結について

○議案第18号 財産の処分について

○議案第21号 当せん金付証票の発売について

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて（別紙１）

○請願第30号 個人保証の原則廃止を求める意

見書を政府等に提出することを

求める請願

○請願第38号 所得税法第56条の廃止を求める

旨の意見書を国に提出すること

を求める請願

○請願第39号 高等学校の公私間格差解消のた

め、私学助成の増額を求める請

願

○総合政策及び行財政対策に関する調査

○その他報告事項

・県内ホテル等でのメニュー不当表示について

・フードビジネス雇用拡大推進事業の採択事業

者について

・防災拠点庁舎整備基本方針（案）について

・宮崎県における事務処理の特例に関する条例

の一部を改正する条例について

・総合防災訓練について

・新・宮崎県地震減災計画について

出席委員（８人）

委 員 長 内 村 仁 子

副 委 員 長 渡 辺 創

委 員 坂 口 博 美

委 員 井 本 英 雄

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 十 屋 幸 平

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外委員（なし）

説明のため出席した者

総合政策部

総 合 政 策 部 長 土 持 正 弘

総合政策部次長
永 山 英 也

（政策推進担当）

総合政策部次長
舟 田 美揮子

（県民生活担当）

金 子 洋 士部参事兼総合政策課長

秘 書 広 報 課 長 片 寄 元 道

広 報 戦 略 室 長 藪 田 亨

統 計 調 査 課 長 稲 吉 孝 和

総 合 交 通 課 長 奥 野 信 利

川 原 光 男中山間･地域政策課長

フードビジネス
井 手 義 哉

推 進 課 長

生 活 ・ 協 働 ・
松 岡 弘 高

男 女 参 画 課 長

野 元 猛 敏交通･地域安全対策監

文化文教・国際課長 菓子野 信 男

人権同和対策課長 田 村 吉 彦

情 報 政 策 課 長 甲 斐 丈 勝

平成25年12月４日(水)
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総務部

総 務 部 長 四 本 孝

危機管理統括監 橋 本 憲次郎

総 務 部 次 長
成 合 修

（総務･職員担当）

総 務 部 次 長
日 隈 俊 郎

（財務･市町村担当）

危 機 管 理 局 長
大 坪 篤 史

兼危機管理課長

部参事兼総務課長 川 畠 達 朗

部参事兼人事課長 武 田 宗 仁

行 政 経 営 課 長 平 原 利 明

財 政 課 長 福 田 直

税 務 課 長 鶴 田 安 彦

部参事兼市町村課長 甲 斐 正 文

酒 井 正 英総務事務センター課長

消 防 保 安 課 長 厚 山 善 光

事務局職員出席者

政策調査課主査 藤 村 正

議事課主任主事 野 中 啓 史

ただいまから総務政策常任委員○内村委員長

会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。

日程案につきましては、お手元に配付のとお

りでありますが、御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしということで、次に、○内村委員長

議案第５号に対する人事委員会の意見について

であります。

。お手元に配付してある資料をごらんください

これは、地方公務員法第５条第２項の規定に

基づき、議会は人事委員会の意見を聞くことと

なっております。その回答でありますので、参

考にお配りしております。

それでは、執行部入室のため、暫時休憩いた

します。

午前10時１分休憩

午前10時３分再開

委員会を再開いたします。○内村委員長

それでは、本委員会に付託されました議案等

について、部長の概要説明を求めます。

おはようございます。総○土持総合政策部長

合政策部でございます。よろしくお願いいたし

ます。

まず初めにお礼を申し上げます。

国際定期路線の維持などを目的といたしまし

て実施いたしました、先月の韓国訪問につきま

しては、大変お忙しい中、内村委員長に御参加

をいただきました。まことにありがとうござい

ます。この場をおかりしましてお礼を申し上げ

ます。

また、宮崎・台北線につきましては、先日、

発表いたしましたとおり、３月31日から、週３

便に増便をされることになりました。

これも県議会を初め、関係者の皆様方の熱心

な活動、そして強い思いが通じたものというふ

うに感じております。重ねてお礼を申し上げま

す。

今後とも、国際定期路線の安定的な運航に向

けまして取り組んでまいりますので、皆様方の

御支援・御協力を賜りますように、よろしくお

願いをいたします。

それでは、今回提案いたしております議案等

につきまして、概要を御説明いたします。

お手元の「委員会資料」の表紙をめくってい

ただきまして、目次をごらんいただきたいと思
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います。

、今回お願いしております議案でございますが

議案第３号「使用料及び手数料徴収条例の一部

を改正する条例について」でございます。

これは、パスポート発行の根拠法であります

旅券法の改正に伴うものでございます。

次に、その他の報告事項につきましては、目

次記載の「県内ホテル等でのメニューの不当表

示」に加えまして、追加で本日、資料をお配り

しておりますが 「フードビジネス雇用拡大推進、

」 。事業採択事業者 について御説明をいたします

詳細につきましては、担当課長のほうから説

明をいたします。

私からの説明は、以上でございます。よろし

くお願いいたします。

文化文教・国際○菓子野文化文教・国際課長

課でございます。特別議案について御説明いた

します。

平成25年度11月定例県議会提出議案の第１号

から第25号の冊子、この冊子でございますけど

も、ごらんいただきたいと思います。

この冊子の９ページから10ページに、議案を

提案しているところでございます。ここに、改

正前・改正後の表を掲げておりますけれども、

この議案の説明につきましては 「総務政策常任、

委員会資料」により行いたいと思います。お手

数ですけれども 「総務政策常任委員会資料」の、

１ページをごらんいただきたいと思います。議

案第３号「使用料及び手数料徴収条例の一部を

改正する条例について」であります。

１の「改正理由」にありますように、旅券法

が平成25年６月28日付で一部改正されたことか

ら、県が行っております旅券発給事務の手数料

の一部を改正するものでございます。

旅券発給事務は、その一部が県に法定受託事

務として移譲されておりまして、旅券の発給に

当たっては、国と県がそれぞれ手数料を徴収す

ることとなっております。

参考資料として、お手元に旅券のコピーを配

付しております。これをごらんいただきたいと

思います。こちらでございます。これをごらん

いただきますと、旅券には 「姓名 「国籍 、、 」、 」

「生年月日 「性別 「本籍 「旅券発給年月」、 」、 」、

日 「旅券有効期間満了日 「発行官庁」及び」、 」、

「顔写真」が掲載されており、これらのデータ

は、旅券に埋め込まれました電子チップに格納

されております。

これらの記載事項のうち、婚姻等の事由によ

り 「氏名」または「本籍の都道府県」に訂正が、

、 、あった場合 参考資料の右側にありますとおり

これまでは訂正内容を旅券に追記（＝タイプ印

字）しておりました。しかしながら、旅券の国

際標準を定めるＩＣＡＯ（国際民間航空機関）

は、機械読取方式以外の旅券の失効を求めてい

たところでございます。

こうしたことから、今回の法改正によりまし

て、現行の追記方式、タイプ方式を廃止し、有

効期限が同一で、訂正内容が電子チップに反映

された新たな旅券「記載事項変更旅券」を発給

することとなりました。

このため、現行の追記方式に係る手数料であ

ります「一般旅券記載事項訂正手数料」を廃止

するのが、今回の条例の改正の趣旨でございま

す。

次に、２の「旅券法改正」による本県手数料

の適用関係についてでございます。

今回の一部改正に関する旅券関係の県の手数

料は、表の改正前の欄にありますとおり （１）、

の一般旅券発給手数料2,000円と（２）の一般旅

券記載事項訂正手数料200円でありますけれど
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、 、（ ） 。も 改正後は ２ を廃止することとなります

県民にとりましては、これまで「氏名 「本」、

籍の都道府県」の訂正を求めた場合、改正前の

欄にありますとおり、手数料額は、県が200円、

、国が700円の合計900円でございましたけれども

今回の法改正によりまして、改正後の欄にあり

ますとおり 「記載事項変更旅券」という一般旅、

券を発給することとなりまして、手数料額は一

般旅券の県が2,000円、国が4,000円の合計6,000

円となります。

、 、 「 」なお 本条例の施行期日は ３の 施行期日

にありますとおり、公布の日から起算して７月

を超えない範囲内において、規則で定める日と

しております。

以上でございます。

執行部の説明が終了しました。○内村委員長

まず、議案についての質疑はありませんか。

ちょっと確認なんですが、今の説○図師委員

明で理解はできたとこなんですが、要は、もう

パスポートの中身で「氏名 「戸籍」が変わっ」、

た場合には、再発行手続が必要ですよというこ

とですか。

このパスポート○菓子野文化文教・国際課長

記載事項に変更があった場合は、これは罰則つ

きではございませんけれども、訂正をするもの

とするということになっております。

ちなみに、これは、その記載事項○図師委員

に変更があった後、何カ月以内とか、そういう

期間は設けてあるんでしょうか。

速やかにという○菓子野文化文教・国際課長

ようなことでお願いしております。

わかりました。○図師委員

ほかにありませんか。○内村委員長

直接関係ないんですけども、10年○鳥飼委員

旅券が１万4,000円となっています。一般旅券手

数料から１万6,000円、新しくもらう人というの

は、切りかえも含めてなるわけですね。

ところが、記載事項変更届で旅券で4,000円

で6,000円ということなんですけども、その１万

円の差額というのはどんな違いなんですか。

これは外務省の○菓子野文化文教・国際課長

説明でございますけれども、新しいパスポート

を発給するのに、新しい冊子を発給することに

なります。その印刷代とか紙代、そういった人

件費が6,000円ということになっております。

あと１万円につきましては、10年間、外務省

を中心として邦人の保護に当たる経費と、それ

に充てるということで、１万円という算定をし

ているということでございます。１年間に1,000

円というような考え方でございます。

10年だったら１万円がいろんな保○鳥飼委員

護に当たる経費ですよね。例えば２年で結婚し

て変わった場合、またやり変えるわけですけど

も、ほでまた、それも１万円もらっているか

ら4,000円でいいです、書きかえ分だけでいいで

すよということですか。

はい、そのとお○菓子野文化文教・国際課長

りです。

わかりました。○鳥飼委員

ほか、よろしいですか。○内村委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

では、次に入ります。○内村委員長

次に、その他報告事項に関する説明を求めま

す。

それでは、○松岡生活・協働・男女参画課長

「総務政策常任委員会資料」の３ページをごら

んください。一般質問でも取り上げられたとこ

ろでありますが、阪急阪神ホテルズの発表を機

に、全国各地で相次いで発覚しましたメニュー

の不当表示事案につきまして、県内ホテル等で
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も４事業者において確認されましたので、その

状況と県の対応等について御報告いたします。

まず、１の不当表示の状況ですが、不当景品

類及び不当表示防止法、いわゆる景品表示法と

言っておりますが、景品表示法では、消費者の

誤認を招く表示を不当表示として禁止しており

ます。

今回の一連の事案は、メニュー表示に関しま

して、実際に使われていた食材と異なる表示が

行われていたものであり、その内容は、表に記

載のとおりであります。

不当表示の主な内容を紹介いたしますと、朝

食ビュッフェメニュー、これ、ＪＲ九州ホテル

宮崎でありますけども、朝食ビュッフェメニュ

ーで何十種目か品があるんですが、その中の一

つに 「地鶏の炭火焼き」というふうに表示しな、

がら、実際は一般の国内産の鶏を使用していた

ものがございました。

また 「宮崎産牛ロース 、エアラインホテル、 」

関係でありますけども 「宮崎産ロース」という、

表示をした料理メニューでありながら、宮崎産

牛が入荷できなかったときに、一部他県産牛を

使用したものがございました。

、「 」 「 」 、また 車海老 や 芝海老 と表示しながら

ブラックタイガーやバナメイエビを使用したも

のがございました。

あと、これもよく報道でなされておりました

けども 「牛肉のステーキ」や「サーロインステ、

ーキ」という表示をしながら、牛脂注入加工肉

を使用したものなどとなっております。

、 、 、次に ２の県の対応ですが これらの表示は

消費者に実際のものより優良との誤認を招くも

のであり、景品表示法で禁止する不当表示に該

当しますことから （１）にありますように、景、

品表示法における対応として、直ちに該当事業

者へ事実確認のための調査を実施し、不当な表

示の禁止と再発防止に向けた指導を行ったとこ

ろであります。

また、県内約１万8,000の関係事業者に対しま

して、県食品衛生協会等を通じまして、景品表

示法に関するチラシを配付し、周知を図ったと

ころであります。

また、今回の一連の事案は、食品表示に対す

る県民の信頼を失墜させ、農水産物のブランド

化やフードビジネスを推進する本県の食の安全

・安心を揺るがしかねないものでありますこと

から （２）に記載しておりますが、内田副知事、

を会長に、農政水産部を初め関係部局で構成し

ます 「県食の安全・安心対策会議」における対、

応ということで、関係課長による幹事会におい

て、情報の共有化と今後の対応について協議を

行いまして、県の食品衛生協会など関係７団体

に対しまして、景品表示法を初め食品表示関連

法令の正しい理解と適正表示の徹底を文書で要

請しますとともに、関係課で県食品衛生協会を

直接訪問いたしまして、会員への周知徹底を依

頼したところであります。

なお、その下に参考としまして、国、消費者

庁でありますが、の動きを記載しております。

国におきましても、関係するホテルとか百貨店

等の上部団体に対しまして、景品表示法の不当

表示の考え方等について、傘下の事業者への周

知を要請するとともに、食品表示等問題関係府

省庁等会議というものを設置いたしまして、政

府一丸となった取り組みへの協議を進めること

としております。

次に、委員会資料の次のページ、４ページと

５ページをごらんください。これが、先ほど説

明させていただきました、関係事業者に配付し

ました景品表示法に関するチラシであります。
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、 、これを両面コピーにしまして 色刷りのコピー

紙で配付したとこであります。事業者の皆さん

が理解しやすいように、具体的な事例を紹介し

ております。

また、あわせまして、５ページの下になりま

すけれども、お問い合わせ窓口、相談窓口とい

、 。うことで 県・国の関係課を記載しております

要は、４ページの一番冒頭に表示しておりま

すけども 「うそや大げさな表示など、消費者を、

だますような表示をするな」ということで、お

願いをしたところであります。

最後に、６ページと７ページをお開きくださ

い。先月21日付で、県食の安全・安心対策会議

、 、会長の内田副知事名で 関係団体に対しまして

事業者に対しまして要請した文書であります。

食品表示関連法令の遵守と適正表示の徹底を要

請したところであります。

県におきましては、今後とも、国や関係団体

とも連携しながら、適正表示の周知徹底と再発

防止に努めてまいりたいと考えております。

説明は以上であります。

フードビジネ○井手フードビジネス推進課長

ス推進課から、フードビジネス雇用拡大推進事

業の採択事業者について御説明します。

本日、追加でお配りした資料をごらんいただ

きたいと思います。右肩に「追加」と判がつい

ている資料でございます。

本事業、９月定例県議会の常任委員会でも御

説明をいたしました、厚生労働省の戦略産業雇

用創出プロジェクトを活用しまして、県内の諸

関連製造業の方々を対象に新商品開発や技術力

向上、これらを行い、事業を拡大することによ

りまして、雇用の創出を図るというそういうも

のでございまして、外部専門人材の活用、また

中核人材の育成に伴う経費について補助をする

ものでございます。

この事業、10月の４日から31日、ほぼ１カ月

にわたりまして公募を行いまして、ここに記載

されていますとおり、48件の事業者から応募が

ありまして、その事業内容につきまして、実現

可能性や雇用の継続性、また、事業の将来性な

どについて、外部有識者の意見も聞きながら審

査をしたところでございます。

今般、予算の範囲内ということで、31件の事

業者を採択しております。ここの一覧に記載し

た事業者でございます。

今後、補助金の交付申請等の事務に入ります

が、速やかに検討しましては交付決定し、この

採択事業者の方々に早く事業を開始していただ

くようにして、努力してまいりたいと考えてお

ります。

なお、それぞれの事業者の応募事業の内容で

ございますが、個々の事業者の方々の経営計画

にかかわるものでございまして、これ以上の説

明はできないものと御理解いただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。

説明は以上でございます。

執行部の説明が終了しました。○内村委員長

その他報告事項についての質疑はありません

か。

先ほどの不当表示についてですけ○十屋委員

ど、この４事業者は自己申告なんでしょうか。

それぞれ全○松岡生活・協働・男女参画課長

国各地の事案と同じように、自己申告で発表さ

れております。ＪＲホテルとフェニックスホテ

ルはそれぞれの会社で、エアラインホテルとイ

オンショッピングセンターの関連につきまして

は、親会社がございますので親会社のほうで発

表されております。

我々が思うのは、ずっと今までも○十屋委員
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やってきてたんかなという不安と不信とが両方

あるんですけども、結局、ああいう大きな全国

的なことがなければ、なかなか出てこなかった

のかなというふうに思うんです。県のほうとし

て、こういう事業者さんに話を聞いたところ、

率直、いつごろからやってきたかというとかは

お話はあったんですか。

直接公表さ○松岡生活・協働・男女参画課長

れました結果を受けまして、我々県といたしま

しては、直ちに、ここに書いてありますけれど

も、調査実施日に関係の事業者のところに参り

まして、納入書から全て事情確認させていただ

きました。

その中でいろいろお話を伺ったんですけれど

、 。も やはりかなり以前からされていたようです

例えばで言うと、エビについてですが、クルマ

エビにブラックタイガー、シバエビにバナメイ

エビ、これは全国の中華関係は、かなり多くの

ところがこういう表示で今回出てきたんですけ

ども、お話を伺うと、中華業界の慣習として、

小さいエビをシバエビ、大きいエビをクルマエ

ビというような慣習があって、それを普通の感

覚でやっていたということで、今回、阪急阪神

ホテルズの発覚で非常に騒がれましたけども、

ああいった事態を受けて内部調査をした結果で

判明しまして、それを受けて、今回、きちんと

表示しようということで発表されたというふう

に聞いております。

大きいこういう企業とかであった○十屋委員

ら、こういう表示の仕方をされるんですが、一

般的に普通の、先ほど言った中華料理屋さんを

例に挙げると、そういうところには、ここは何

のエビだ、このエビだというのは、余り細かく

までは書いてないんですよね。

だから、そのあたりをちょっと我々もよくわ

からないんですが、ここに先ほどリーフレット

のような形で各衛生協同組合のほうにお配りし

たという中で、その売名行為というか、そうい

ういい食材を使って料理していますよっていう

店側の利益を得るための行為として、こういう

表示をされるんだと思うんですけど、一般的に

我々が行くちっちゃなお店は、何か全然そんな

ことないんで、普通に食べてて、バナメイエビ

なのかシバエビなのかっていうのは、正直なと

ころよくわかんないんです。

だから、そのあたりでそういう大きな会社が

ゆえにそういうことをされたっていうのは、

ちょっとがっかりしたとこもあるんですけど、

これでその協同組合のほうから、いろんなとこ

ろで是正はされていくと思うんで、今後は、何

かそういうチェックするようなのは何かやられ

るんですか。

今 委員おっ○松岡生活・協働・男女参画課長 、

しゃいましたように、これをきっかけとして、

かなり是正は進むと思いますし、今回、チラシ

等も配付しまして、ああ、景品表示法ってこう

いうものなのかということも御理解いただける

と思います。そういったことで、自主的な改善

は進むと思っております。

ただ、今、おっしゃいましたチェック体制と

いう部分になりますと、景品表示法の場合、レ

ストランのメニューで出てまいりますので、し

かも業者がたくさんございますので、なかなか

これをチェックするというのは難しい状況があ

ります。

ただ、今、国のほうの会議で議論されている

ようなんですけども、やはり今回の状況を受け

まして、そのチェック体制という意味で、それ

ぞれ、例えば百貨店なり大きなところにつきま

しては、それぞれ内部にチェック体制をしても
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らうような仕組みづくりを進めるような議論も

なされているようですので、そこら辺の推移も

見守りたいと思っております。

いわゆる今、宮崎県として６次産○十屋委員

業化ということをメーンにして、いっぱいこう

やっていた中で、宮崎牛という、ここにちょっ

と一部ありましたけど、宮崎産牛ロースであっ

たら、何か逆にイメージダウン、畜産の方々も

、含めてそういう宮崎牛に対するイメージとして

こういうことをされると非常にありがた迷惑に

なるんで、やっぱりそのあたりきちんと指導し

ていただかないと、県がやっている施策の中に

もちょっと影響してくるのかなという心配も懸

念もあったものですから、お聞きしました。

そういうところでいくと、そういう畜産に関

してフードビジネスに関しては、影響は出ない

と見ていいんですか。やっぱ影響してくるかな

というふうに見ていいんでしょうか。今、これ

以上騒がれなければ沈静化すると思うんですけ

ど。

宮崎牛に関し○井手フードビジネス推進課長

ての問い合わせということでお答えさせていた

だきますと、宮崎牛、逆に宮崎牛ということで

宮崎県産の黒毛和牛で、なおかつ経済連流通の

中でＡ４等級以上という基準を出しています。

これについて偽装されると、非常に迷惑なお

話だというふうに我々も理解しておりますし、

ただ、逆に宮崎県産牛、宮崎和牛、もしくはホ

ルスタイン等の乳牛等の入った宮崎県産牛、こ

れにつきましては、やはり宮崎のブランドとい

うことで大事にしていこうということで、販売

戦略上もその流通卸売業者、この辺で、ほかの

県産とまじって「国産牛」という表示されてい

るのが現状でございます。

そこに対して、できるだけ宮崎県産の和牛を

別にしてもらって 「宮崎県産和牛 、もしくは、 」

「宮崎県産牛」というブランドで流通させてい

ただくようにお願いをしているというのが、販

売戦略上の今の取り扱いでございます。

災い転じてというのを 逆手にとっ○十屋委員 、

。 、 。てやるということですね はい わかりました

今の御質問○松岡生活・協働・男女参画課長

に関連してなんですけども、例えば、このエア

ラインホテルの宮崎産牛ロースの懸案につきま

しては、内容を確認いたしますと、要するに、

宮崎産牛でずっと出したかったんだけども、

ちょっと入荷ができない状況があって、鹿児島

県産等を使ってしまった。価格を納品書で確認

すると一緒なんですね。

ということで、業者さん的には、価格におい

、て偽装したという意識はなかったんですけども

ただ、結果としてそういう状況が生じたという

ことで、やはり業者さんにしてみると、宮崎産

という表示はしたいんだけども、今回のような

ことがあって入荷できないことがあったりした

場合に、ああ、やっぱり表示はまずいかなとい

うことで、表示をやめてしまうという逆の懸念

もあります。

そういったことで、安定した供給というのも

課題があるのかなというふうに感じたとこであ

ります。

同じく不当表示なんですけど、こ○鳥飼委員

。 、れはメニューの偽装ですかね 言葉尻なんです

言葉の使い方なんですけど、何か「誤表示」と

言ったりとか何かあっているんですけども、結

局、食品偽装じゃないですけども、メニューの

、偽装かなというような感じもするんですけども

どういう受けとめ方になるんでしょうか。

、○松岡生活・協働・男女参画課長 報道等では

やはりマスコミ的には、一般の方にわかりやす
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い表現なのかもしれませんけども 「偽装表示」、

とか「虚偽表示」というような表現が、やっぱ

り出ております。

ただ、我々、景品表示法を管理する立場から

は、景品表示法では、あくまでそういったもの

を全て含めて「不当表示」という言い方をして

いますので、今回の説明資料も、全て「不当表

」 。示 ということで説明させていただいています

ただ、一般の方はわかりやすいのは、やはり

偽装だろうとか虚偽表示だろうというような受

けとめ方をされているんだろうと思います。

私の食生活が貧しいのかもしれな○鳥飼委員

いんですけども、フカヒレスープに人工フカヒ

レを入れていたとか意味がわからないんですよ

ね。フカヒレスープ、余り飲むことはないんで

すけど、知識がないから、ああ、こんなもんか

と思うようなこととか、地鶏の炭火焼きとかバ

ナメイエビとシバエビはどんな違うんだろうか

とか、その程度の知識というのが、一般の消費

者の知識ではないかなと思っているんです。こ

れをやっぱりわかりやすく県民なりに知ってい

、ただくということが大事だと思うんですけども

そこはどんなふうにやっておられるんでしょう

か。

今、鳥飼委○松岡生活・協働・男女参画課長

員の御質問のような形の意味での県民への広報

というのは、なかなか難しいところではござい

ますけども、当課の立場としては、そういった

ものが出回らないように、業者さんに啓発をし

ていくということで、対応しておるとこであり

ます。

大変でしょうけどね。○鳥飼委員

それと、先ほど十屋委員からもありましたけ

ど 「宮崎牛 「県産和牛」とか、ここに「宮、 」、

崎産牛ロース」とか、いろいろ表示があるんで

すけど、まぜて言われたら、これを理解してい

る県民というのは、どれくらいおるのかと思う

んですけど、どんなふうに状況を受けとめてお

られますか。

宮崎牛という○井手フードビジネス推進課長

ブランドは、ある程度、名前として浸透してい

ると思っております。ただ、その宮崎牛の基準

がきっちりわかっていらっしゃる県民の方々と

いうのは、そう多くないのかなと。

だから、基準云々以前に、そのおいしいもの

であるということをきっちりお知らせしていく

ということが大事なのかなというふうに思って

おります。

なかなか苦しいですけども、私も○鳥飼委員

そうなんですけど、近くに経済連のお店がある

もんですから時々行くんですね。何回も言いま

したけど、我々の年齢になると、もう４級、５

級というのはなかなか脂っこくて、１切れ食べ

ればええかなというようなことで余り貢献して

ないんです。ですから、３級以下を食べるほう

がいいかなというような感じもして、赤身肉の

推進をしたらどうかというようなことも発言を

してきたんです。

、 、 、そこで やはり大事なことは 今回の問題で

このフードビジネス戦略ということで進めてお

られるところに支障があると問題だなというふ

うに思うんですね。そこはやっぱり業者の方々

もしっかり受けとめていただかないと、県政の

柱といいますか、県政の政策になっとるわけで

すから、そこをしっかり理解しているのかどう

かというのが、ひとつ心配なんですね。

こういうのがみんな出てくるから、じゃあ、

うちもこの際、もう発表しとけというようなこ

とで 「赤信号みんなで渡れば」というような感、

じの発表になっているようで、こういう立派な
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ホテルの方たちがこういうことをやっているこ

とそのものが問題だということを、しっかりと

受けとめてもらわなくてはいけないと思うんで

すね。

だから、それなりの対応を、副知事なり知事

なりの名前で、やっぱりそれぞれのことをしっ

かりわかっていただくということをお願いして

おきたいと思います。

、 、○丸山委員 ３ページのほうに 国のほうでは

「景品表示法に基づく立入検査」というふうに

書いてあって、県は、実態調査なのかなと思う

んですが、その差というのは何なのかというの

と、何が原因なのかというのをしっかりしてな

いと、ひょっとしたら長引くと、また同じよう

な繰り返しになるといけないもんですから、う

みを出すものは、しっかり出さなくちゃいけな

いと思っています。立入検査がほかのところは

、 、どうなのか 宮崎県には入る可能性があるのか

しなくちゃいけないもんなのか その辺をちょっ、

と教えていただきたいと思っています。

「 」○松岡生活・協働・男女参画課長 この 参考

のところの（１）にあります「立入検査」とい

うのは、国の景品表示法に基づきます措置命令

を行うための法に基づいた立入検査ということ

で行われたものであります。

本県の場合は、この案件につきましては、も

う既に公表されておりましたので、それにつき

ましてまず報告をいただきまして、じゃあ、内

容を確認させていただきますということで現場

、 、に入りまして 先ほども御説明しましたとおり

納品書等を全て確認させていただいて、公表の

内容に間違いがないということを確認いたしま

した。

それとあわせまして、どう対応されているの

か。公表の中身で、もう既に、こう改善します

というようなことも出ておったんですけども、

、それにつきましても確認させていただきまして

今後、再発防止についてのお願いもしました。

それとあわせまして、また、それぞれの事業

者の皆さんには文書で通知いたしまして、その

改善内容の報告等も求めるような体制をとって

おります。

今回完全にうみを出し切ってほし○丸山委員

いというのかまずありますので、それをしっか

りやっていただきたいと思っております。

それと、パンフレットをつくって、問い合わ

せ先が県のほうにあるんですが、県のほうに、

例えば、こういうとこがわからないんですよ、

とかいう相談が何件かあったのか、全く反応が

ないのか、反応があったとすれば、どういう相

談があったのかということも含めて、教えてい

ただければありがたいなと思います。

このチラシ○松岡生活・協働・男女参画課長

につきましては、まだ、今週月曜日に食品衛生

協会さんのほうに持っていった段階ですので、

まだ、きょうの時点では、業者さんのほうまで

。 、出回ってないと思います それもありましてか

きょう現在では、まだ問い合わせ等は、県のほ

うにはまだ届いておりません。

あと、先ほどから宮崎牛とかある○丸山委員

んですが、宮崎牛を取り扱っている指定店はも

う決まっているんですよね。

あと地鶏も一緒なんですが、そういうところ

はしっかりと県のほうからブランドを確立する

ために、もっと、どうあるべきなのかっていう

のは 県外にまた、この指定店ってあるって─

いうふうに聞いているんですけども、今後、そ

の辺のところをちゃんと、まあ、立入検査とい

、 、いますか 実態調査なのかわかりませんけども

そういうことをやろうという気はないんでしょ
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うか。

今、委員が○松岡生活・協働・男女参画課長

おっしゃいました店舗等につきましては、ブラ

ンドの対策部門の関連もあると思うんですけど

も、農水省のほうでは、食品監視のＧメンとい

うのを持っておりまして、全国に1,400名ぐらい

いらっしゃって、そういった検査等をされてお

ります。ただ、レストラン等は対象外になって

おります。

きのうの井本委員の質問の中にありましたけ

ども レストラン関係はＪＡＳ法の適用外になっ、

ておりまして、農水省のＧメンも、ちょっと立

入検査は今までやっておりませんでした。

ただ、新聞報道等を見ますと、今、国のほう

で、この景品表示法の強化に伴いまして、例え

ばその農水省のＧメンさんをレストランにも立

、 、入検査 確認ができるような体制をとろうとか

そういう議論もなされておりますので、その推

移をちょっと見ているところでございます。

ぜひブランドをしっかり戦略的に○丸山委員

やろうとするんであれば、信頼関係もあるんで

すけども、しっかりこれは行政が取り組んでい

ただきたいなというふうに思っています。

同じテーマで２つほどお伺い○渡辺副委員長

いたします。

まず一つは、不当表示というふうに一くくり

にしますが、先ほど御説明にあったように、県

産牛を使おうと努力をし続けてきたけれども、

どうしても入荷がなくて、一時的に違うものが

入ってしまったという例のものと、あと、それ

以外に最初から、さっきの中華料理業界の伝統

的な話はちょっと置いといたとしても、最初か

ら全く違うものを違う目的で入れているという

のと、２種類あるかと思うんです。

例えば100％のオレンジジュースと言って、全

、 、然違うものを出しているというのは 最初から

悪意と言うべきかどうかわかりませんが、目的

を持ってそういうことをやっていたという、そ

の２つあると思うんですが、宮崎県内で調査、

明らかになったものの中で、そういう悪質とい

うか、最初から違うものを意図して出していた

というケースが、まずあるのかどうかというの

をちょっと教えていただきたいと思います。

それぞれの○松岡生活・協働・男女参画課長

４事業者の確認調査をさせていただきましたけ

れども、納品書等の確認、あるいは聞き取り調

査の結果からは、もうこれは悪質だなと、産地

偽装だなとかそういった悪質なものについては

確認しておりません。

今回の事案につきましては、阪急阪神のホテ

ルズの公表を受けまして、みずから会社で内部

調査を行われまして、自主的に公表されたとい

うことで、前向きな取り組みをされたというふ

うにも評価しているところであります。

了解しました。○渡辺副委員長

今は特定企業の話もしたくはないですが フェ、

ニックスリゾートは、今回、報道で騒がれる数

年前にも発覚して、みずから誤表示があったと

いうことを公表して、取り組まれるということ

になっていましたが、今回の発表を見ると、直

接の場所は違うのかもしれませんが、同じグル

ープ内のところで、このようなことがあってい

たということが再び出たわけですけども、そこ

については、何らか説明であったりとかがある

んでしょうか。

フェニック○松岡生活・協働・男女参画課長

スさんにつきましては、公表をされた後、直ち

に担当部長さんに来ていただきまして、まず状

況を確認いたしました。

その後に、実態調査というか確認調査に入ら
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せていただいたんですけども、お話を伺った中

と、フェニックスさんは、詳しくホームページ

等でも直接公表され、記者発表もかなり詳しい

資料で公表されていたんですけども、その内容

を見ますと、ここにも不当表示の内容というこ

とで書いておりますけれども、夕食ビュッフェ

メニュー、これ、やっぱり何十種類かあるんで

すが 「牛肉のステーキ」という表示をしておっ、

たと。

これは、もう今までの経験からは、かなり納

入業者に対しまして、この表示で大丈夫かとい

う確認を何度もしたと。その結果で、アレルギ

ーの情報記載をしていれば大丈夫ですというこ

とだったので、これで出したところ、今回、こ

のような状況になって、これはいかんというこ

とで公表しましたという御説明でした。

あと②の伊勢海老につきましては、どちらも

イセエビなんですね。海外産のやつも、ここに

例示しておりますアフリカミナミイセエビとい

うことで、イセエビ科の種類ではあります。た

だ、漢字表示をしたがために、これはお客様の

誤解を招くと。国産の伊勢海老と勘違いされる

ということもあって発表されたと。

、 「 」あと 添え物の使用していた白ネギの 京葱

というのは、これは、ああ、こういう内容だっ

たのかと思って初めて知ったんですけども やっ、

ぱりこれも業界で、白ネギというのはにおいが

強いので、京葱という強い、強い・弱いの強い

ネギという表現をしていると。

ただ、それだとイメージが悪いので、ちょっ

「 」 。 、と当て字みたいな形で 京葱 としたと ただ

これは京都のネギのような印象・誤解を与えま

すので、今回、やっぱり不適正だということで

公表されたというふうに聞いております。

わかりました。○渡辺副委員長

そのイセエビていうのは、いろん○坂口委員

なのがアフリカにもいるんでしょうけど、日本

のイセエビと、外見で、見た目でぱっとわから

ないですか。漢字の違いじゃなくって、ここは

明らかに見ればわかるんじゃないですか。

まだまだ知識的に足りん分もあるかもわから

んけども、僕の経験では、やっぱり全く見た目

でほとんど違ってきていますよね。日本の近海

のイセエビでも、赤と青と２ついて値段が違う

んですよ。

、 、だから まず目で判別できるっていうことと

本当にイセエビとして高級な食材として売ろう

としたら赤、イセエビなんですよね。だから、

そこらはこれを機にちょっと、僕は、まだまだ

全部わかっているわけじゃないけど、まず、見

た目で判別できないのかなっていうこと。だか

ら、それだったら字の違いじゃないなと思いま

すね。

このイセエ○松岡生活・協働・男女参画課長

ビ関係につきましては、会社のほうは、同じイ

セエビ科のエビということで、どちらも片仮名

でイセエビとしていれば、多分、景品表示法も

問題なかったと思うんですけども、漢字で表示

したがために、やはりこれは誤解を招くという

ことで、今回、不適正な表示だということで、

フェニックスさんとしては公表したということ

で確認しております。

そしたら、もう明らかに海外産の○坂口委員

イセエビということはわかっていて、表示の仕

方がまずかったということだな。

はい、その○松岡生活・協働・男女参画課長

とおりでございます。

フードビジネスのことでちょっと○丸山委員

お伺いしたいんですが、この資料の中で、今

回、25年度予算が１億7,000万幾らだったと思っ
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てるんですが、この426名でその予算が全部あっ

たというふうに思っていいのか、それをちょっ

とお伺いしたいと思っています。

25年度補正予○井手フードビジネス推進課長

算で、フードビジネスのほうで１億5,600万強、

補正の議決をいただいたところでありますが、

この拡大推進事業に関してだけいいます

と、7,000万余りの予算でございます。

今回、採択した事業を全部、まあ、提案の事

業費、補助事業費を積み上げますと6,000万強、

まあ6,300万強なんですけれども、今後、その事

業者の採択、申請によりますので、少し幅を持

たせて、余裕を持たせているところでございま

す。

個別のことはなかなか厳しいとい○丸山委員

う話だったんですが、31事業者ですので、割れ

ば約十数名ずつかなと思っているんですが、最

大幾ら雇用する予定でしょうか。人数ぐらいは

教えていただけるんでしょうか。

個々の新規の○井手フードビジネス推進課長

雇用者そのものも、とりあえず今回はお知らせ

。できないというふうに私どもは整理しています

総数としては426名で、おっしゃるとおり大体

平均10名になるんですけども、多いところであ

りますと、20から30ぐらいの数字が出てきてい

るところで、一番多いとこは100を超していると

ころが１件だけございます。

あと、３年間全部で20億あるんで○丸山委員

すが、このような調子で、今回、31件採択した

というふうになったんですが、ちゃんと３年間

で20億程度の予算が、しっかり執行されて、か

つフードビジネスが本当にちゃんと発展してい

─くんですよというきっかけっていいますか

１回やってみて、どういう反応だったというふ

うに思っていいでしょうか。

県内の企業者○井手フードビジネス推進課長

さん、これ今回、製造業という縛りをかけてい

ますけども、非常に反応がよろしくて、説明会

のほうにも、これは10月の半ば、11日に説明会

をやったんですけども、100社を超えて127社の

説明会への参加がございました。

、 、今回 期間が短いところもございましたので

応募に至らなかったところもあったかと思いま

す。また、今回、採択を外れた17件の件数も、

今後の詰め方によっては、十分事業として成り

立っていくと思っております。

したがいまして、来年の予算次第でございま

すけれども、追加の公募をやるつもりで、私ど

もとしては準備をしておこうと、で、企業者さ

んにもお願いをしていこうというふうに考えて

おります。

その追加の枠は どれぐらいあるっ○丸山委員 、

ていうふうに……。今426名が雇用されています

けど、恐らく26年度も、継続されると思うもん

ですから、その後、最大どれくらいまで雇用を

想定しているっていうふうに見ればいいでしょ

うか。

国に出しまし○井手フードビジネス推進課長

た、この戦略産業雇用創造プロジェクト宮崎提

案としましては、1,223名という目標値を上げて

いますので、ここに至るまで頑張っていきたい

と思います。

ただし、その数字そのものは、この事業だけ

で全てを補っているものではありませんで、こ

れ以外の関連の支援も含めて1,223名ということ

になりますので、それを含む、この事業をプラ

スアルファでその数字を目指していきたいとい

うふうに考えております。

いずれにしましても、この３年間○丸山委員

の事業でありますので、この事業をうまく生か
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していただいて、本当に宮崎がフードビジネス

で伸びていけるのかというのが、やっぱり426

名、1,200名というふうになりますという数字が

想定されているとも、ほかにいろんな雇用もあ

るんですよという説明でありましたが、この予

算の消化っていうことを言っていいのかわかり

ませんけども、事業費含めて、かなり基金が余

るのではないのかなという懸念をするもんです

から、ＰＲをしていただいて、うまく幅広く、

１つのとこに100っていうのは、結構何か余りに

も多いような気がして、この際、中小企業をも

う少し幅広くやっていったほうがいいのかなと

いう思いがあったりします。その事業採択の内

容が余りにも議会のほうにも、余り触れられな

いというのも、ちょっと、何でこういう企業を

選んだのっていうのを、どうやってチェックす

るのかっていうのを 我々議会のほうにも、─

もう少し具体的に情報開示ができないのかって

いうのは、ちょっと疑念を感じています。今後

の情報開示についてはどう考えているんでしょ

うか。

この個々の企○井手フードビジネス推進課長

業の事業計画については、一つ一つの事業者さ

んの了解がないとしゃべれないというふうに、

私ども思っていますし、審査においても、事業

申請書そのものをそのたびごとに廃棄するとい

うふうな情報保護のとり方をしております。

ただ、今後、この事業者さんがどのような事

業展開をされるのか、それは事実として見えて

くるとこでございますので、そこはまた御報告

。をさせていただくのかなというふうに思います

あと、今後の掘り起こしに関してですけれど

も、先般の取り組み状況を報告させていただい

た中で、相談センターというものを「ＫＩＴＥ

Ｎビル」につくりましたということで、御報告

させていただいたところなんですけども、そこ

にもいろいろ御相談が、この企業以外のところ

から入っています。

そういう企業を掘り起こして、このフードビ

ジネスとして雇用の創出につながるように支援

をしていくという形、また、それぞれの市町村

なり商工会議所の農業団体等を介して、フード

ビジネス、こういう事業ありますよというＰＲ

を、今後も引き続きやっていくつもりでおりま

す。

各企業のその情報開示の問題があ○丸山委員

るということでありますけど、これは基本的に

は税金を投入するわけですので、そのような情

報開示はしっかりしていただいて、議会として

チェックしていないと、ただ、予算を通しただ

けで何も成果が上がっていなければ、税金の無

駄使いというふうになってしまいますので、そ

の辺はできる限り情報開示をしていただくよう

に、努力をしていただきたいというふうに思い

ます。

大切○永山総合政策部次長（政策推進担当）

な税金ですから、しっかり開示しなければなら

ないと思っていますが、現時点においては、例

えばこんな商品を開発したいと思っていますと

、 、か ここにビジネスチャンスがありそうなんで

狙っていきたいと思っていますという提案が

あってて、それに取り組むために、この事業を

使いましょうということですんで、それは、そ

の前出してしまいますと、いろんな競争関係等

も起きてくるということで、きょうの時点では

お話しできないということで説明申し上げまし

た。

ただ、この事業を使って、補助事業を実施し

た結果、こういう結果が生まれました。あるい

は、うまくいきませんでしたということについ
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ては、お話しできる時点で、しっかり説明をさ

せていただくということは、当然のことだとい

うふうには思っております。

はい、お願いします。○丸山委員

このフードビジネスというのは、○井本委員

、私もちょっと誤解しとったのかもしれませんが

私は６次産業化の一環だろうなと思っていたん

ですけど、これは全く違う考えでやっているも

んなんでしょうかね。

こういうフードビジネスで、これ、31社を選

んだというんだけど、31社を選んで、その人た

ちが勝手にいろんなことをやってくれという。

そして、その中にたまたま当たるもんがあるか

もしれんわなと、そういう感じでやっているの

か。

私は、やっぱりフードビジネスということか

らすっと、もっと有機的に総合関連した全体を

見ながら、その一つの大きなコンセプトのもと

に、何かやる事業かなと裏で思っていたら、何

のことはない、ただ、その普通のそういう事業

者に、いわゆる何かいいアイデアがあったらや

りなさい、はい、金を出しますよと、それぐら

いの事業だったのかなと、今、ちょっと思って

いるんだけどね。これは、そんなもんぐらいの

ものなんですか。

フードビジネ○井手フードビジネス推進課長

スの振興構想、これの推進に当たりましては、

生産、加工製造、販売、そして誘致、波及とい

う５つの領域ということを、これまで説明を差

し上げてきたところです。

つまり、県産の農産物等を、食に関するもの

を生産して、それを県内で製造加工して販売を

していくと。今回のこの事業に関しましても、

その審査の過程の中で、県産の農産物等を使っ

て加工をする製造業を、その辺を基軸に選んで

いるところであります。

、 、つまり 今まで外に素材として流れた部分を

県内で加工して付加価値をつけて売っていく。

、 、そうすると 物流コスト等の軽減も図れますし

農家さんのほうの所得のほうにもつながるので

はないかというふうに考えております。

それが、あんたたちの今度のフー○井本委員

ドビジネスのコンセプトなんだ。

私は、そんなぐらいのことで これはばら─

まきだよ、完全に。そうでしょう。そりゃあ、

好評ですよ、当たり前ですわ。ばらまきをやれ

ば、私は、誰だって募集に乗ってくると思いま

すよ。

、 、もっと大きな構想のもとに 何か きのう─

本会議でもやっていたけど、今、デフレの時代

に、どこも全県、いろんなとこでフードをやっ

ているところに、しのぎを削ってやっていかん

ないかんのですよ。

今ぐらいの発想で、大きな産業を起こせると

思ってるんですか。やっぱ宮崎県しかできない

何かそういう大きな総合関連したというか もっ、

と有機的なそういうものを持ってやろうとして

いるのかなと、私は思っていたわけよね。全く

違うなと、まあ、私の誤解じゃったのかもしれ

んけど。そのくらいのコンセプトでやったら、

私はちょっと勝っていけんなという気がするん

だけどね。

先ほ○永山総合政策部次長（政策推進担当）

ど課長がお答えしたように、フードビジネスと

いうのは、生産から加工、販売、それから誘客

とかいろんな観点で考えていく必要があると

思っています。

その中で、宮崎にとって一番大きな課題、流

通をどうするかとか、あるいはもっと大きな加

工場を県内につくれないかとか、あるいは誘致
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できないかということを、全県的に取り組んで

いく課題はあると思っています。そういうもの

については、今、プロジェクトチームを組んで

いますけれども、成果が出るように努力を続け

ていきます。

一方で、県内の各事業者の方々、農家の方々

が、自分の身近なところでのフードビジネスを

つくりたいということも、たくさんあるわけで

す。そういうビジネスチャンスをつかんでいた

だくために、このような事業もありますし、ほ

かの補助事業もあります。

県全体で取り組むべき大きな課題にもチャレ

ンジしていきますし、県内の事業者の方々が、

しっかりと自分で利益を求めていく、そのこと

で県内の農業にもつながるような取り組みもサ

ポートする、この両面でしっかり進めていきた

いというふうに考えております。

コンセプトというのをあんまり広○井本委員

げると、何でもかんでもやったら、それはない

のと同じなのよ、コンセプトなんていうのは。

ある程度、集中すればこそ、力もまたそこに集

中されるし、また成果も出る。

だから、そのコンセプトをぴしっと見つける

ということは、非常に大変ですよ。私は、皆さ

ん方は商売なんかやったことないわけやから、

はなから コンセプトをつくれると思ってなかっ、

。 。た これを選んだ人たちは誰かはおるでしょう

あなたたちが選んだんじゃないでしょう。

だから その人たちが 恐らくそういうきちっ、 、

としたコンセプトなりをつくりよるんやないの

かなと思って私は思ってたんだけど、こんなも

のを選んでから、はい、じゃあ、この中にたま

たま合ったものがあるかもしれませんねという

程度でしょう、恐らく。こんなもんで６次産業

化が成功するのかな。

選んだ基準というのは、今言ったような基準

なんですか。

提案された内○井手フードビジネス推進課長

容が、現実的に可能か、実現可能性ですね。企

業の形態、もしくは経営状況も見させていただ

いて、雇用がちゃんと継続されるか、また、そ

の市場分野が将来性があるのかどうか、この辺

について有識者の御意見も聞きながら判断した

ところでございます。

もう一回。○井本委員

それは有識者が選んだの、それとも、あなた

たちが選んだのか。

私どものほう○井手フードビジネス推進課長

でも下査定をしまして、有識者のほうにも得点

をいただいて、総合的に判断をいたしました。

今までの企業の支援と一緒で、今○坂口委員

言われたのは、事業として成立するかどうか、

雇用が継続できるのかどうかですよ。成立すれ

ば雇用も継続できますよ。だから、成立するか

しないかの観点からだけ選んだってことで、何

ら特色がない。

知事の説明にあった 今度のフードビジネスっ、

ていうのは、第１次産業に利益が還元できてい

くんですよっていうことだから、どうやって、

あなた、この事業を展開していって、実際、軌

道に乗っけたときに、あなたがつけた付加価値

が、どこの農家に、県内農家に、どういうこと

で還元できていくんですかっていうところが、

一番肝心なんです。

、 。 、これは 今までの企業支援と一緒だ だから

コンセプトがある言うけど、ないのと一緒です

よと。今度のコンセプトは、いかに宮崎のこの

持っている潜在的な能力、それは生産額を3,000

億も持ちながら、それがほとんど他に利益分が

取られている。買い手市場になっていて売り手
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市場になっていないと、これを何とかしたいん

だというのが、コンセプトでなきゃだめだった

はずですよ。

だから、言われるように、６次産業とフード

ビジネスは、僕らは一緒って捉えていた。６次

産業って言われるのは、農家、生産者みずから

が最後まで仕上げると。そうでなくって、連携

のもとにやるのがフードビジネスで、それは全

て６次産業化で利益をみんなで分かち合うん

だって。

この前も言いましたように、宮崎のものを最

大限付加価値をつけて、そこに出てきたお金を

みんなのポケットにお互いが入れ合うんだ、そ

うやって豊かにしていくんだっていうのがコン

セプトだと思ったですよ。

だけど、これ、今までの企業支援と一緒です

よ。商工サイドで、これは企画サイドじゃない

ですよ。だから、その有識者の感覚が大切で、

そのとおりで この人たちは言いたいことを言っ、

て、何ら責任をとらない人たちですよ。

17件の外された理由は何があるんですか。

委員がおっ○井手フードビジネス推進課長

しゃるとおりだと私も思っています。

実現可能性、雇用の継続性と申し上げました

けども、その大前提としまして、流通の部分、

要するに仕入れの部分と販路の部分、ここが確

保されているかどうかが、実現可能性というふ

うに我々は思っております。

外されたところにつきましては、まず販路が

明確に見えない。市場という言い方をしました

けども、今後、販路が明確に見えないところは

外しました。仕入れに関しても、県内産と県内

の農家さん、農協団体さんとちゃんとつながっ

ているかどうか その辺が我々の判断基準となっ、

ております。

それは従来と一緒なんですよ やっ○坂口委員 。

ぱり県内で調達できれば、そこが安く上がるか

ら加工業者は県内のものをとるだけで、よそが

安ければ、よそをとるわけ。だから、どうやっ

、てその価格形成はやっていくのというところが

第１次産業者とあなたの価格決定は、どういう

過程を踏まえて、どんなあり方で価格が設定さ

れますか。それは今までの流通と違いますか。

、 。市場出しとか農協出荷とか それは違いますか

産直に近い売り方、売り手の価格決定に関する

影響力っていうんでしょうか、そこが反映され

ることになりますかというところが、一番肝心

なんですよ、今までの知事の説明を聞いている

と。

それがなかったら、やっぱりこれは商工労働

に渡すべきですよ。そのほうが、より成功しま

すよ。彼らのほうがノウハウを持っています。

今後、この企○井手フードビジネス推進課長

業者さん、事業開始後、我々もフォローアップ

をしていくということで考えております。

委員がおっしゃったところについては、きっ

ちりフォローアップをして、県内の事業者さん

と産直の関係がつながっていくように努力をし

てまいりたいと思っております。

その価格設定のところはぜひ、今○坂口委員

度は今までのあり方と違うんだっていうところ

を、やっぱりしっかりそれを整理させてほしい

ですね。

ほかにありませんか。○内村委員長

先ほどお聞きしました、食品の表○鳥飼委員

示の件で法律が３つありますけども、この中で

罰則とか行政処分とか、そういうところについ

ての規定はどんなふうになっているのか。

それぞれ罰○松岡生活・協働・男女参画課長

則規定はございます。ただ、景品表示法の場合
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は、事業者に対して措置命令をしたときに従わ

なかった場合について、罰金等が発生するとい

うことになっております。

よろしいですか。○内村委員長

、○図師委員 フードビジネスの関係なんですが

今の、課長が言われた、この採択業者のフォロ

ーアップをしていくということなんですが、先

日 青森県のほうに調査に入ったときには やっ、 、

ぱりフードビジネスの課がありまして、そこの

取り組みとして、新商品とか新技術の開発促進

の補助をして、なおかつそこから生まれてきた

新商品、新製品になるまでの試作品の段階を、

ある一定程度、県がそれを買い上げて、品物と

か大きさとかにもよるでしょうけど、それを買

い上げて、県が都市部とかでする、いろんなア

ンテナショップの開催とかフェアの開催のとき

に それを販売まで協力をするというようなフォ、

ローアップもされておりました。

あと、佐賀県の武雄市は、もう皆さんも御存

じだと思うんですが、あそこはネット通販の事

業を市が立ち上げていらっしゃって、そこで取

り扱う商品、もちろん加工品だけじゃなくて農

畜産物も入るんですが、通販だけで1,000商品を

扱って100億円産業にしましょうというような、

そういうような行政主導で、売るところまで責

任を持たれているやり方もありました。

何かその具体的なフォローアップの方法、今

後の展開があれば、教えていただきたいんです

が。

フォローアッ○井手フードビジネス推進課長

プにつきましては、もともとこの事業は外部の

専門人材を入れる、そこに対して、その人件費

等を補助するという事業でございますので、そ

の外部の専門家さんたちが、どういうアドバイ

ス、サジェスチョンをしていくのか、その辺も

きっちり見ていきたいと思いますし、それが我

。々の資産にもなるというふうに思っております

それに足りないところは、フードビジネスの

総合的なマネジメントとして予定しています、

アドバイザー等からも御意見をいただこうとい

うふうに思っております。

できたものを買い上げて、アンテナショップ

等で販売するかというについては、今後、検討

をしてまいりたいと思います。

あと、実際に何人雇用されていくかというと

ころが、我々の一番の関心事でありますし、事

業がうまく回って、県内の流通等がうまくつな

がっていくようにフォローをしていきたいとい

うふうに思っております。

具体的なフォローアップをどんど○図師委員

んされて、県がどんどん首を突っ込む、あと、

その責任までとるというところが、やはり大切

だろうと思いますので、この事業者さんととも

に頑張っていただきたいと思います。

どうも何か、やっぱ責任をぴしっ○井本委員

ととる人がおらんのが問題なんじゃないでしょ

うかね。普通の民間の企業だったら、これはも

う企業が倒れるかどうかというせめぎ合いの中

で、やっぱり彼らはぴしっとしたコンセプトを

つくって、そしてそこの中で生きているわけで

すわ。

そうすると、あなたたちも責任をとらん。そ

うしてまた結局、何か誰かに頼んだ専門の人た

ちも責任をとらん。それが結局、本当の100やっ

て100のうち、もしかしたら当たるもんがあるか

しらんというような感じでやっておる。

そして、それから雇用が先じゃというのが、

私は間違っておると思うんですよ。まずは、い

い仕事をやれば雇用も生まれるという発想じゃ

ないと、私はおかしいような気がします。
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だから、仕事を成功させる。それはその続き

として雇用が生まれるということになるのじゃ

ないのかね。どうも雇用が先に走り過ぎている

ような気もすんだけど、その辺の２つをどうも

ちょっとこう、責任を持つ人がまずもうちょっ

と誰かしっかりやらんと、民間の人でも。

もう、あんた、これが失敗したら、首吊らな

きゃいかんよというような人が やっぱりぴしっ、

と立たんと、これは成功せんような気がするん

ですがね。

はっきり言って、何か、あなたたちだって商

売わからんわけでしょう。わからん人たちがつ

くりよる。そして、その今言ったプロの人に

ちょっと相談する。その人たちも責任を持たん

のっていうのは、どうも私は、最後はもうなし

崩し的な、雲散霧消するような、そんな結果に

なるような気がするんだけどね。

あなたたちは、ぴたっとはっきりしたイメー

ジがあるの。

責任○永山総合政策部次長（政策推進担当）

という意味でいうと、フードビジネスの推進構

想をつくって、県として進めていきますと、１

兆5,000億を目指してやっていきますというの

は、県が進めているわけですから、フードビジ

ネスの製品については、県が責任を持つものだ

というふうに思っています。

この事業について言うと、個々の事業者さん

が、自分たちの自己責任で国のお金等を使って

進めていきますということですから、その製品

については、一義的には事業者さんになってい

くことになりますけれども、それを採択した県

側としても、二義的な責任はあるだろうと思い

ます。

雇用の問題でいうと、このフードビジネスに

ついては、この事業は１パーツなんですよね。

いろんな取り組みがある中の一つ、国の厚生労

働省の補助事業がとれたので、またそれを活用

しましょうと。

厚生労働省は、あくまでも雇用がメーンなも

んですから、雇用が生まれる、そのために、委

員がおっしゃったとおり、事業が成功しないと

だめだ。もうそれ大前提で、ただ、目標が雇用

ですから、そこを少し強調しながら進めていっ

ているということですんで、そのあたりについ

。て御理解をいただけたらというふうに思います

なら、要するにこれは、厚生労働○井本委員

省から出てきた資金だから、中心的に今度は雇

用ということに当たっているんだということで

すね。わかりました。

だけど、今言う、責任という問題はよ、あん

たたちが責任を本当にとるのかと。その事業者

が100億損しましたよと。100億を、じゃあ、損

害賠償って、あなたたちが本当にとるのか。

、 、ある民間の企業だったらよ 損失を与えたら

それはもう、それこそ事業はもうやめていくな

りせんにゃいかんわけですよ。私は、とにかく

あんたたちが民間の責任をとれるはずがないと

思っていますよ。

本当にやっぱり真ん中に、もう一つしっかり

した人をつくらんと、いかんのじゃないのかな

という気がしとるんだけどね。もうだめなら、

そこでいいですわ。

、○永山総合政策部次長 政策推進担当（ ） 私が

県が責任と申し上げたのは、施策を推進してい

るということについては、その結果については

責任をとらなければならないと。必ず成功させ

なければならないと思っていますし、その責任

はとらなければならないと思っています。

理屈を言っている。失敗したらど○井本委員

うするのかという話で、失敗したら責任をとる
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のかって言っているんだが。

、○永山総合政策部次長 政策推進担当（ ） 今回

この御説明申し上げた事業についていえば、成

功の蓋然性が高いと思われるものを採択しよう

としましたし、先ほど説明したようにフォロー

もしっかりしていきます。必ず成功するように

フォローもしていきますが、全てがうまくいく

とは、まあ、経済情勢等もありますので難しい

面もあるだろうと。

、個々の事業について責任をとるのかというと

それは県がとるというのは難しいだろうとは思

います。ただ、繰り返して申しわけありません

が、フードビジネス推進構想を進めていると、

それを選んだということについての責任は、県

が行政全体としてとるべきものだとは思ってい

ます。

だからよ、その最終的に責任をと○井本委員

るといっても、結局 私は、今までだって、─

こういうふうにお金を出して 結局は失敗したっ、

ていうのを見てきとるわけよ。

ですから、結局、税金を単に出しただけって

いう、その間、雇用は確かにありましたわ。そ

りゃ、雇用された人はありがたかったけど、結

局 最終的には何も残ってないという それじゃ、 、

いかんのじゃないかと言っておるわけよ、私が

言っておるのは。

やっぱり本当にこれを物にするために、もし

民間企業であるならよ、やっぱり一つのぴしっ

としたコンセプトを出して、そこに向けてしっ

かり力を集中させて、もしかしたら失敗するこ

とはあるよ。でも、やっぱり営業というか、そ

ういうのをやる民間の企業の人たちは、もちろ

ん失敗するときはあるけども、当然、できるだ

け成功の確率の高いものにかけるわけだわね。

本当にこれは成功するようなもんですかと私

は言っておるわけよ そのために力を注がんにゃ。

いかんのじゃないか。だから、ある程度、コン

セプト、目的をしっかりさせんと、わあっとし

た目的の中に、誰が当たるじゃろうという、そ

れじゃ当たらんよと。はっきり言ってこの今の

世の中は、みんなが競争しちょっちゃから。

だから、この前も任天堂のＷｉｉの話をした

けど、あのＷｉｉで見たときのコンセプトが、

、 、 、最初 お母さんというのは ゲーム機と見たら

みんな押し入れに、ぽんぽん放り込んでしまう

わけだよ。お母さんが放り込む。そしたら、誰

、 、かがその中で ブレインストーミングの中でよ

お母さんができるようなゲーム機はどうでしょ

。 、 、うと なあに そんなばかなことはないよって

最初は否定されたわけだよ。そこで、既成概念

で見たら否定されるわけよ。

ところが そこにこそ むしろ生きる道があっ、 、

たわけだ。お母さんも巻き込んだような、そう

いうゲーム機はないのかと。それでつくられた

のが、そのＷｉｉだっていうことなんですよ。

だから、コンセプトがしっかりして、宮崎県

が生きる道である宮崎県しかできない、宮崎県

しか生きられないようなフードビジネス、それ

を構築しないと、私は失敗するんじゃないです

かって言っておるわけよ。

当たりも何でも、10、100個ぐらい１回呼びゃ

あ、そのうち一つが当たるでしょう。そういう

発想じゃ 本当のフードビジネスじゃないんじゃ、

ないんですかと私は言いよるわけよ。

まあ、わからんならいいですわ。

いろんな事業の行政の責○土持総合政策部長

任のとり方ということで、今、井本委員のほう

から御発言がありますけども、なかなかその行

政の責任のとり方というのが、皆様方が思って

おられることと、また、一般の民間の方、そし



- 21 -

平成25年12月４日(水)

て我々とでは違うのかなというふうには思うと

ころはございます。

ただ、我々も、広く言いますと、そういった

産業振興等を目標としていろいろ努力をしてい

くわけでございますけども、いろんな成功例、

失敗例があると思いますけども、そういう中で

も前に進んでいくというのが、一つの使命かな

というふうに思っております。

、 、そして このフードビジネスにつきましては

、 、本当にコンセプトという意味では 私なんかは

もう非常にはっきりしているというふうに思っ

ておるんですが、今回のこの事業の採択につき

ましては、先ほどから言っておりますとおり、

フードビジネスを推進していく上でのこれは、

まあ、加工部門が中心になるんですけども、そ

ういったところを強化していく、そのための国

、 、の戦略的雇用産業創出 その補助事業もとって

こういう事業の拡大を目指す事業者を支援する

、 、 、という意味では 我々としては 事業者さんが

本当にそれぞれ責任を持って進められるわけで

すけども、その中で失敗することもあるかもし

れませんが、そういうまたチャレンジしていた

だくことも、こういうフードビジネスを拡大し

ていくといいますか、推進していく上では、非

常に重要なことではないかというふうに理解を

いたしております。

我々も、責任をやっぱり感じるべ○坂口委員

きだというのも、それ、一つの筋論だ思うんで

すね。

でも僕は、やっぱり今回の場合は、その厚労

省が緊急雇用対策的な視点から確保した予算、

それを宮崎県は新成長分野だということで、こ

の部分にもう一回スポットを当てようと。そこ

で、結果的に厚労省の目指す雇用は確保します

よということを前面に出そうというところで進

められた。

そこまではいいんですけれども あくまでやっ、

ぱり知事が、この県民に向けてメッセージを出

したように、フードビジネスによって、農家の

皆さん、漁師の皆さんが、もうかるようにしま

、 、すよっていう ここをいかにテクニックとして

行政の知恵としてそこんところをやる。

だから、厚労省は雇用を前面に出してやって

きているけれども、一定予算を確保してくれて

配分してくれたけど 県も やっぱりこのスポッ、 、

ト成長産業ということで、まず、その第１次試

験を合格しましたよ。ここにスポットをあてま

した。それはフードビジネスなんだ。

でも、本音のところは、宮崎のフードビジネ

スというのは、やっぱり１次産業をもうからせ

ることなんですよって、本県の基幹産業を、っ

ていうところを、その知恵が見えないっていう

ところに、どうもまだ、何かいま一つしっくり

こないものがあって それを課長にしきりに言っ、

ているんです。

ですから、ぜひやっぱりその宮崎版の厚労省

の言う緊急雇用対策の流れの中でのフードビジ

、 、 、ネス それを宮崎は それを成功させることで

、みんながかかわった人がもうかりますっていう

。また県でアレンジしたフードビジネスというの

だから、６次産業化と余り変わりませんよとい

うので仕上げてほしいなという、これは要望で

すけれども。

県で、国のほうの事業で、５年ぐ○丸山委員

らい前だと思うんですが、ふるさと雇用事業っ

ていうのがあって、やっぱり同じように３年間

ぐらい雇用すれば人件費に当てれますよってい

うのがあったんですが。

この補助事業が３年で終わった後に だめだっ、

。た事業も結構あるんじゃないかと思うんですよ
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その辺の検証もしていただいて、何が失敗して

だめだったのかというのを、３年前に事業があ

りますので、商工の事業をもう１回見てもらっ

て、ここをもう少しよく支援すれば、販売戦略

等がうまくいくとかっていうのを しっかりやっ、

ていただきたいなということを、改めて要望さ

せていただこうと思っています。

それでは、次に入らせていただ○内村委員長

きます。

次に、請願の審査に移ります。

請願第39号については、執行部からの説明は

ございませんでしょうか。

特にございませ○菓子野文化文教・国際課長

ん。

。○内村委員長 委員からの質疑はありませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

じゃあ、ないようですので、そ○内村委員長

の他に入ります。

最後に、その他で何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

では、ないようですので、以上○内村委員長

をもって総合政策部を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時20分休憩

午前11時26分再開

それでは、委員会を再開いたし○内村委員長

ます。

それでは、本委員会に付託されました議案等

について、部長の概要説明を求めます。

それでは、本日、御審議いた○四本総務部長

だきます議案等につきまして、お手元に配付し

ております「総務政策常任委員会資料」により

まして、御説明をいたします。

資料の１ページをお開きください。

平成25年度11月補正予算案の概要（議案第１

号）についてであります。

今議会に提出しております予算案は、国庫補

助決定に伴うもの、その他必要とする経費につ

いて措置するものであります。補正額は、一般

会計で9,429万円の増額であります。

この結果、一般会計の予算の規模は、11月補

正後で5,785億135万円となります。この補正に

よる一般会計の歳入財源といたしましては、国

庫支出金916万6,000円、繰入金8,512万4,000円

であります。

２ページをごらんください。

一般会計歳出の款ごとの内訳でありますが、

一番上の民生費は、県立みやざき学園内に小学

校及び中学校を設置して、学校教育を実施する

こととなりましたため、必要な施設整備を行う

ものであります。

次に、労働費は、復興関連予算で造成された

基金に係る国からの返還要請に対応するため、

緊急雇用創出事業臨時特例基金の残額を国へ返

還するものであります。

次に、農林水産業費は、県産乾ししいたけの

消費拡大を図るため、関係団体による県外消費

、地に向けた販促活動の取り組みを支援するほか

鳥インフルエンザに係る農場監視プログラムが

適用された農場の経営安定を図るため、売り上

げ減少等の影響額を負担するものなどでありま

す。

、 、 、最後に 商工費は フード・オープンラボを

より食品衛生レベルの高いモデル施設とするた

め、必要な施設整備を追加で行うものでありま

す。

予算議案については、以上であります。

次に、１枚飛ばして、５ページをお願いいた
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します。

議案第５号「職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例について」であります。

これは、大規模災害からの復興に関する法律

の制定に伴い、災害派遣手当の支給対象につい

て、所要の改正を行うものであります。

次に、６ページでございます。

議案第６号「知事等の退職手当に関する条例

」 。等の一部を改正する条例について であります

これは、知事を初めとする特別職等の退職手

当について、宮崎県特別職報酬等審議会の答申

を踏まえ、所要の改正を行うものであります。

次に、７ページをお開きください。

議案第15号「工事請負契約の締結について」

であります。

これは、多重無線設備整備工事の請負契約締

結について 「議会の議決に付すべき契約に関す、

る条例」に基づき、議会の議決に付するもので

あります。

次に、９ページをお開きください。

議案第18号「財産の処分について」でありま

す。

これは、小林市の福祉・市民活動等複合施設

及び災害対応拠点施設の用地に供するものとし

て、元県立小林商業高等学校の土地などを処分

することについて、財産に関する条例第２条の

規定により、議会の議決に付するものでありま

す。

次に、10ページでございます。

「 」議案第21号 当せん金付証票の発売について

であります。

これは、平成26年度の全国自治宝くじ及び西

日本宝くじの本県発売金額を定めることについ

て、当せん金付証票法第４条第１項の規定によ

り、議会の議決に付するものであります。

特別議案につきましては、以上であります。

次に、報告事項でございます。

資料の11ページをお開きください。

「損害賠償額を定めたことについて」であり

ます。

これは県有車両による接触事故の損害賠償額

について、地方自治法第180条第２項の規定（専

） 、 。決処分 に基づき 御報告するものであります

最後に、その他報告事項についてでございま

。 、 、す 資料の12ページ以下でございますが 本日

御報告いたしますのは、ここに記載の「防災拠

点庁舎整備基本方針（案）について」など４件

についてでございます。

それぞれの詳細につきましては、危機管理局

長及び担当課長から説明をさせますので、御審

議のほどよろしくお願いいたします。

私からは、以上でございます。

次に、議案等についての説明を○内村委員長

求めますが、委員の質疑は執行部の説明が全て

終わった後にお願いいたします。

それでは、議案第１号の歳入○福田財政課長

予算について御説明をいたします。

「総務政策常任委員会資料」の３ページをお

開きください。今回、お願いしております補正

予算の「一般会計歳入一覧」であります。

それでは、内容について御説明いたします。

「今回補正額」の欄をごらんください。

まず 「自主財源」につきましては、表の中ほ、

どになりますが、繰入金が8,512万4,000円 「依、

存財源」につきましては、下から３段目になり

ますが、国庫支出金が916万6,000円で、いずれ

も増額となっております。この補正による歳入

合計は、一番下の欄にありますとおり、9,429万

円となっておりまして、補正後の一般会計の予

算規模は、その右の欄の一番下にありますとお
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り、5,785億135万円となります。

４ページをごらんください。ただいま、御説

明いたしました歳入の科目別概要であります。

まず 「繰入金」についてですが、基金を取り、

崩して、各種事業を実施するための財源とする

ほか、復興関連予算で造成された基金の執行残

について、国からの要請により返還を行うため

の財源とするものであります。

次に 「国庫支出金」ですが、鳥インフルエン、

ザに係る農場監視プログラムが適用された農場

の経営安定を図るため、売り上げ減少等の影響

額を負担するものであります。

歳入予算については、以上でございます。

続きまして、委員会資料の10ページをお開き

。 「 」ください 議案第21号 当せん金付証票の発売

について御説明いたします。

議案書では61ページになりますが、お手元の

委員会資料で御説明させていただきます。これ

は、平成26年度に予定しております、全国自治

宝くじ等の本県の発売金額を定めるに当たり、

当せん金付証票法の規定に基づき、議会の議決

に付するものであります。

３の「参考」に記載しておりますとおり、今

年度は数字選択式宝くじロト７の発売開始等に

伴いまして、県内での販売実績が伸びておりま

すので 議決額につきましても 平成25年度の106、 、

億6,000万以内から120億円以内へと増額をお願

いするものであります。

財政課からは、以上でございます。

、○武田人事課長 もとに戻っていただきまして

５ページをお開きいただきたいと思います。議

案第５号「職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例について」であります。

まず、１の「改正理由」についてであります

が、ことしの８月に「大規模災害からの復興に

関する法律」が施行されたことに伴いまして、

、災害派遣手当の支給対象が拡大されたことから

所要の改正を行うものであります。

次に、２の「改正内容」についてであります

、 、 、が 枠囲みの中を見ていただきますと 現行は

災害対策基本法等により 「災害応急対策または、

災害復旧」のために本県に派遣された職員に対

して支給することとされておりますが、改正後

、 、（ ） 、は それに加えまして ２ にありますとおり

大規模災害からの復興に関する法律等により、

「復興計画の作成等」のために本県に派遣され

た職員も支給対象となります。

次に、３の「施行期日」についてであります

、 。が 公布の日から施行することとしております

次に、６ページをごらんいただきたいと思い

ます。

議案第６号「知事等の退職手当に関する条例

」 。等の一部を改正する条例について であります

まず、１の「改正理由」についてであります

が、知事を初めとする特別職等の退職手当につ

いて、宮崎県特別職報酬等審議会の答申を踏ま

え、所要の改正を行うものであります。

審議会の答申内容につきましては、ごらんの

とおり、一般職の退職手当について引き下げが

行われたこと、それから他県における特別職の

退職手当の見直しの状況等を勘案すると、本県

も退職手当の支給割合について改正を行う必要

がある、また、退職手当だけではなく年収も含

、 、めて 本県と類似する県との均衡を考慮すると

知事の退職手当の支給割合を100分の65とするこ

とが適当であるとされております。

、 「 」 。次に ２の 改正内容 についてであります

表をごらんください。知事については、答申

を踏まえて100分の65とし、副知事についても、

同じく答申を踏まえまして、知事の改定率に準
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じて100分の46とするものです。また、常勤監査

委員以下についても、同様の考え方により、そ

れぞれ表のとおり改正するものであります。

次に、３の「改正を要する条例」についてで

ありますが、記載しておりますように （１）か、

ら（５）の５つの条例を改正することとしてお

ります。

最後に、４の「施行期日」についてでありま

すが、平成26年１月１日から施行することとし

ております。

説明は以上であります。よろしくお願いいた

します。

。○厚山消防保安課長 消防保安課でございます

「総務政策常任委員会資料」の７ページをお

開きください。

議案第15号「工事請負契約の締結」について

であります。

議会の議決に付すべき契約に関する条例の規

定に基づき、議会の議決に付するものでありま

す。

工事の名称は 「新総合防災情報ネットワーク、

整備事業多重無線設備整備工事」であります。

工事の概要は、県庁統制局と中継局経由で総

合庁舎間を結ぶ多重無線回線を防災ＩＰネット

ワーク網に整備するものでありまして、下の写

真をごらんいただきたいと思います。左側のパ

ラボラアンテナと、右側の無線局内にあります

。無線装置の更新工事を施工するものであります

工事の場所は、県庁１号館にあります県庁統

制局、県の支部局がある10カ所の総合庁舎、そ

して無線中継局19カ所であります。

右、８ページの参考資料をごらんいただきた

いと思います。

これは、多重無線の回線構成図であります。

この無線回線全ての装置を更新いたします。

一番太い線が、幹線、いわゆる幹となる回線

でありまして、この回線はループを組んでいま

して、どこかの中継局間が断線しても支障にな

らないようになっています。

例えば、県庁と鰐塚山間が断線しても、鰐塚

、 、山中継局のデータにつきましては 逆回りして

都農町に設置しております畑倉中継局、ここか

ら県庁に入るようになっております。

７ページにお戻りください。

次に、２の「工事請負契約の概要」でありま

す。

契約の相手方は 「日本電気株式会社宮崎支、

店 、契約の方法は、一般競争入札 、契約の金」 」

額は、22億500万円であります。

工期につきましては 「契約発効の日から平、

成27年３月20日まで」といたしておりまして、

平成25年度から平成26年度にかけて債務負担行

為により施工いたします。

消防保安課からは、以上でございます。よろ

しくお願いいたします。

総務課でございます。○川畠総務課長

「総務政策常任委員会資料」の９ページをお

開きください。

議案第18号「財産の処分について」でありま

す。

議案書では55ページですが、委員委資料で御

説明させていただきます。

これは、財産に関する条例第２条の規定によ

り、予定価格7,000万円以上で、土地が２万平方

メートル以上の不動産の処分につきまして、議

会の議決をお願いするものであります。

１の「処分の目的」でありますが、元県立小

林商業高等学校の土地及び建物を小林市の福祉

・市民活動等複合施設及び災害対応拠点施設の

用地に供するものとして処分するものでありま
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す。

２の「所在地」は、小林市大字細野及び大字

堤、３の「財産の種類及び数量」は、土地４

、 。万6,394.77平方メートル 建物28棟であります

４の「処分価格」は、公共的な利用のため、

財産に関する条例第４条の規定により、鑑定評

価額から３割を減額した１億1,263万円でありま

す。

５の「売渡先」は、小林市であります。

なお、小林市の利用計画でありますが、老人

福祉センターや市民活動支援センター、地域コ

ミュニティ施設、防災用品の備蓄倉庫、多目的

活用広場などの複合施設に改修整備いたしまし

て、災害時には、避難所や仮設住宅用地等とし

て活用する計画であります。

説明は以上であります。御審議のほどよろし

くお願いいたします。

執行部の説明が終了いたしまし○内村委員長

た。

まず、議案についての質疑はありませんか。

議案第５号の職員の給与に関する○十屋委員

条例で （２）の「復興計画の作成等のため、本、

県に派遣された職員」という言葉尻はわかるん

じゃけど、中身がちょっとわからないんで、も

う少し詳しく教えてもらえますか。

今回の改正につきましての 復○武田人事課長 「

」 、興計画の作成等 と具体的に書いておりますが

例えば、公共土木施設の新設や宅地造成、また

は土地改良事業など、復興整備事業等の企画立

案、実際に、復興整備事業を実施する場合等が

、 、該当しまして こういう業務に従事する際には

いわゆる復興計画の作成等と言われる部分の業

務ということになろうかと思いますので、その

際に手当が支給できるということになります。

この法律がなかったときは、どう○十屋委員

いう処置をされていたんですか。

東日本大震災の際には、これ○武田人事課長

は特別法が制定されておりまして、それに基づ

いて支給をし、また、復旧という形で支給をし

ておったんですけども、今後、東日本大震災以

降に新たな災害等が発生した場合には、その部

分の明確な区分というのがされておりませんで

したので、今回、この法律に基づいて明確にし

たということでございます。

続いて、議案第６号の知事の退職○十屋委員

ですけども、報酬審議会で一応、いろいろ議論

はされたと思うんですが、ここに書いてあるよ

うに他県等の比較もありますし、いろいろ職員

の皆さんの退職金の引き下げということも関連

して、今回のこういう措置だと思うんですけど

も、その審議会の中での議論というのは、どう

いう内容であったのかというのをちょっと教え

てもらえますか。

審議会につきましては２回開○武田人事課長

催を行いまして、その中で委員から出た意見と

いたしましては、当然、一般職が退職手当を引

き下げまして、各県の知事さんも、それに合わ

せて検討、見直しをしているという動きがある

ということをやはり考慮すべきだと。

それから、一方で、知事等の職責とか業務内

容、こういったものも、通常の一般職員とは

ちょっとやっぱ違うので、その辺の観点も考慮

すべきではないかという意見。それから、特に

給料と退職手当の合計を見てみますと、民間と

比較した場合、民間の会社の社長さんといいま

すと、退職手当は、どちらかというと知事のほ

うが高いんですけども、一方では、年収という

面でいいますと、知事のほうが低いということ

もありまして、そういう意味では、やはり給料

、 、 、と退職手当との合計で 退職手当が ある意味
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給与の後払い的な性格の部分もあるということ

もありましたので、そういうものも含めた検討

が必要ではないかと。

それからあと、当然、その県の財政状況、こ

ういったものも十分考慮していく必要があると

いうことで、今回の審議会での意見としまして

は、財政力指数というのは一つの目安というこ

とで、その類似団体との均衡、そういったもの

。を考慮した意見ということで出されております

ありませんか。○内村委員長

関連して、もう今、十屋委員のほ○鳥飼委員

うから出ましたので、第６号についてお尋ねを

したいと思いますが、今回、条例の提案があっ

たんですけど、そもそも知事の退職金の考え方

ですね、戦前からありまして、官選知事であっ

たわけですね。で、戦後、民選知事になったと

いうようなこともあって、その退職金そのもの

の考え方というのが変わってきたような感じが

するんですけど、退職金についてどのように考

えればいいのか、性格、意味について教えてい

ただきたいと思います。

この退職手当の性格というの○武田人事課長

は、諸説、いろいろありまして、制度上、これ

がきちっとした考え方だというのはございませ

んけども、ただ、報償的な意味合いという部分

もありますし、また、あと、先ほど申し上げま

したように、給与の後払い的な意味合いという

ことで、退職手当もやっぱりその給与報酬等を

含めたものとして考えるべきだというような考

え方がございまして、そういう意味で、知事の

退職手当については、そういう部分の性格が強

いのではないかというふうに考えております。

報償的な意味合いと給与の後払い○鳥飼委員

的なものがあるけど、給与の後払いというふう

な意味のほうが強いのではないかというような

御意見だったんですが、今、この比率で書いて

あるんですけど、例えば、知事、副知事、常勤

監査委員、企業局長が、結局、金額的にどう変

わるということなんでしょうか。もうちょっと

想像が、何かイメージできないもんですから、

知事、副知事でいいですかね、もうあとはいい

と思いますが。

退職手当額をまず申し上げま○武田人事課長

すと、いわゆる現行の100分の70の状態ですと知

事の場合が約4,166万円、それから改正後、100

分の65にいたしますと3,869万円ということで、

約300万円の減ということになります。

それから、副知事でございますが、現行の100

、 、分の50で計算いたしますと 支給額が約2,352万

それを改正後の100分の46ということになります

と、支給額が2,164万円ということで、約188万

円の減ということになります。

この退職手当については、今、任期ごととい

うことになりますので、４年間経過後に支給さ

れるということになります。

給料月額というのも、知事、副知○鳥飼委員

事について御説明ください。

まず、年収でございますけど○武田人事課長

も、これは今現在、知事については給与カット

をしておりまして、平成19年から27年まで、こ

の任期いっぱいまでになりますけれども、基本

的には20％のカットということになります。

それからあと、ことしの職員の給与カットに

合わせまして、プラス５％のカットをしており

まして、全体で25％、今、カットになっており

ます。その上で、いわゆるカット前の額を申し

、 、上げますと 知事の場合ですと1,927万5,000円

。 、これは年間の給与額になります それからあと

、 、副知事になりますと 同じくカットについては

従来10％カットということを、それを15％カッ
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トということになるわけなんですが、カット前

の金額で申し上げますと、1,523万円ということ

になります。

給料月額というのは幾らになるん○鳥飼委員

でしょうか。

給料月額ですけども、まず、○武田人事課長

カット前ですと124万円ということになります。

それから、カット後ということで、これは20％

減のカット後でございますが、99万円というこ

とでございます。

それから、副知事でございますが、カット前

が98万円、カット後が89万円という状況でござ

います。

ありがとうございました。○鳥飼委員

一般行政職ですよね、この一般職の退職手当

の切り下げが行われたことっていうんですけど

も 一般職の部長級で まだ やりよるんでしょ、 、 、

うけど退職前っていいますか、58、59歳ぐらい

では、これは、給料月額というのはおおむねど

れぐらいなんですか。一般的で結構ですから。

。○武田人事課長 ちょっと時間いただけますか

はい。じゃあ、ちょっとそこは○内村委員長

後でいいですか。

後でね、はい。○鳥飼委員

じゃあ、ほかの件で。○内村委員長

議案第15号のことでお伺いしたい○丸山委員

んですが、請負金額が22億ということなんです

が、落札率はどんだけだったのかとか、また、

落札率とは、あと何社応募したのかとかを、少

し教えていただきたいと思います。

落札率につきまして○厚山消防保安課長

は、91.2％でございます。入札業者は２社でご

ざいます。

ちなみに、今ある多重無線機装置○丸山委員

は、どこのメーカーでしょうか。

申しわけございません。○厚山消防保安課長

ちょっと時間いただけますか。

じゃあ、ほかに。○内村委員長

あと、今後、防災拠点庁舎も考え○丸山委員

ているんですが、これは新しい防災拠点庁舎が

できた場合に移るものなのか、どのような考え

でやっているのかをちょっとお伺いしたいと思

います。

現在の防災情報ネットワ○厚山消防保安課長

ークにつきまして、平成９年に整備したもので

ございまして、もう15年以上経過、まあ、耐用

年数は通常10年ということを言われております

けど、そういった経年経過ということで故障等

、 、も頻度がふえておると 大体の装置についても

もう製造がないというようなことで、非常に懸

念がある中での整備をしております。

そういった中で、防災庁舎との関連でござい

ますけども、防災庁舎が、ちょっとはっきり私

、の立場であれは数年かかるのかなということで

防災無線網につきましては、もう直ちに現時点

で更新する必要があるということでございまし

て、27年度までに整備をする計画となっており

ますけども、あくまで防災拠点施設に対する通

信設備に対しては、新たに設備を設置するんで

はなくて、現在、整備しておりますものをその

まま移設するという方向で考えております。

パラボナアンテナも、今、県庁の○丸山委員

新館の上に、１号館に乗っていますが、あれも

。全部やり変えるということでいいんでしょうか

はい。パラボナアンテナ○厚山消防保安課長

も昨年度整備いたしましたけども、今回の防災

情報ネットワーク設備で整備するものについて

は、基本的に全て新しい庁舎のほうに移転する

ということを考えております。

次の防災拠点庁舎のことがあるも○丸山委員
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んですから、それが、できるだけロスがないよ

うにやっていただきたいことをお願いしておこ

うと思います。

ちょっと教えてほしいのが一つな○坂口委員

んですけど、まず、出先の庁舎のアンテナ、今

回、これらもやり変えることになるんですか。

総合庁舎10カ所の無線設○厚山消防保安課長

備、下のほうの写真の右手になりますけども、

この無線装置を現在のアナログからデジタル設

備に更新をいたします。

。○坂口委員 アンテナはどんなになるんですか

、○厚山消防保安課長 アンテナにつきましては

左側のパラボラアンテナで、これは中継塔の例

でございますけども、各総合庁舎にもこのパラ

ボラアンテナが、大きさは容量によって機種が

あるんですけども、同時に更新するということ

でございます。

大概、屋上に乗っかってる思うん○坂口委員

ですよね。それと、耐震構造上の問題と、やっ

ぱりあくまでもＬ１対応での安全率1.2か1.5

だった思うんですけど、それでもＬ２を想定す

、 、れば 屋上にアンテナが乗っかるということは

構造上、決して歓迎すべきことじゃないと思う

んですよね。

だから、この際、そのアンテナをどんなぐあ

いにやられるのか、やっぱり同じように屋上に

乗っけられるものなのかどうなのかっていうの

と、中継所との関係で、アンテナの位置ってい

うのは、高さが、やっぱり下げたときにどこら

まで限界があるのか 地上設置じゃだめなのかっ、

てことですね、直づけじゃ、そこらはどんなに

なっているんですかね。

耐震につきましては、現○厚山消防保安課長

在の設備につきましては、地震でいえば６強、

風速でいえば瞬間60メーター、これに耐える設

計をされておりますけども、今回の更新工事で

は、先ほど御説明したパラボラアンテナ設備に

変わりますので、その容量に従った耐震設計、

。震度７を想定しまして設計はいたしております

、 、 、 、あと 高さにつきましては 県庁周辺 今回

想定されている防災施設につきましては、11階

建てだったと思うんですが、高さについては、

もう十分、現在でも支障はないというふうには

考えております。

そうじゃなくって、計算上はやっ○坂口委員

ぱり限界があるから、震度７なりを対応して、

天井につけても十分耐えられますよとか、風速

何メーターまで、構造上、問題ないですよとい

うけど、その対応できる力が大きければ大きい

ほど理想ですよね。

だから、仮に、出先あたりの中継所からの電

、 、波を直で出すわけですから そこを受け切れば

何も高いところに持ってこなくっても、低いと

ころでも受信は十分できるっていうことと、送

信も中継局に向けて方向性をちゃんと持たせて

出せば届くってことで、そこらを考慮すれば、

僕は低いところに直づけでアンテナをもう置い

ても構わないんじゃないか思って、条件が許せ

ばですよ、中に障害物がなければ。それが一つ

あるもんですから、やっぱそこらは、どんなに

。なっているのかなというのが気になったんです

それと、今言われるように、最初、移転する

、 、とすれば やっぱり本庁の分はタワーをつけて

、そこにアンテナを専門でつけるやぐらをつけた

、 、このパラボラ この写真みたいなものでないと

天井づけではしようがないのかなと思っていま

す。

このパラボラアンテナ多○厚山消防保安課長

重無線網につきましては、もう一番基本となり

ますのは、お互いに見通しがきくということで
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……。

わかって聞いている。だから、場○坂口委員

所によっては見通せる場所がある。200メガなん

ていうのは直進でしか進まないんですから。反

射だと、もうそこで減衰してしまうんですよ。

テレビの電波と同じなんですよ。もう限りなく

極超短波に近い超短波ですから。だから、見通

せるところは下にしっかり基礎をやってアンテ

ナを置いてれば、大丈夫なところもあるんじゃ

ないですかっていうこと。だから、そういうこ

とまでやられているのかな。

俗に言うお役所仕事で、震度７まで耐えれば

いいんだと、計算上成り立つから、天井に乗っ

けても大丈夫なんだという安易なことじゃなく

て、７に対応できるけども、限りなく８にも対

応できるようにするためには、極力、重いもの

を余計なものを天井に乗っけないことが基本で

すよ。

だから、そういう工夫なんかも、今回、やら

れるんなら、やっぱりぜひ検討すべきじゃない

かなということ。そういうことをやられて、や

むなく天井ってなればわかるんですよ、見通せ

ないということで。

例えば、これ見てみると、13メガから208メガ

まで使われているんですね。でも、208メガなん

ていったら、近いところだったら物すごく狭く

ていいんですよ。こんなでかいパラボラ、そん

なでかいものは必要ないんですよ。だから、そ

こらまで検討したのかなってこと。

新庁舎での無線設備につ○厚山消防保安課長

いては、具体的には今からの設計になろうかと

思いますけども、一応、回線の設計ということ

で しっかり対応していきたいというふうに思っ、

てます。

ちょっと僕も、説明の仕方はまず○坂口委員

いともわかんないですけど、やっぱ念には念を

入れてやってほしい。

一つ教えていただきたいんですけど、８ペー

ジでのこの「多重無線回線（簡易型、13 、こ）」

、 、 。れ メガ表記でよろしいんですよね 周波数で

ちょっと小さい文字で恐○厚山消防保安課長

、 、縮なんですが 括弧書きの数字につきましては

「Ｍ」と書いてありますけども、アルファベッ

トで「Ｍｂｐｓ」ということで、データが流れ

、る速さをあらわす単位ということでありまして

その数値が大きくなればなるほど、転送速度が

速いというふうに言われております。

速度ですね。○坂口委員

どんなに理解すればいいんですかね。この大

森山のところのこれ、土然ヶ丘っていうんです

かね、ここのところの中継局とえびのの中継局

と小林の総合庁舎、この関係、これはどんなぐ

あいに伝わっていって、この必要性は何なんで

すかね。

大森山から小林総合庁舎に直接飛ばせないの

か、えびのにこの中継所が設けられたり、その

北のほうの鏡山の中継所、この役割っていうの

がどんなぐあいになるのかなっていう。

この８ページの表につき○厚山消防保安課長

ましては、あくまで多重無線網を表記しており

ますけども、26年度以降、この中継局からＭＣ

Ａ方式によります地上無線と言われるもので、

各市町村消防防災機関等、あるいは公用車の移

動無線等々を整備する計画ではございます。

そういった関連で、無線を網羅する意味で、

こういった中継局の配置というふうになってお

ります。

ああ、わかりました。○坂口委員

先ほど委員の質問で、現○厚山消防保安課長

在の防災ネットワークの業者ということで、丸
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山委員から御質問がありました。

沖電気株式会社が現在、多重無線のほうを設

置しておるということでございます。

いいですか。○内村委員長

先ほどの鳥飼委員のほうから○武田人事課長

御質問ありました、部長級の給料ですけども、

一応、カット前でございますが、本俸というこ

。とで大体月50万円ぐらいということになります

それから、あと退職手当額につきましては、

大体2,700万円から2,900万円程度ということに

なろうかと思います。

、 、○内村委員長 それじゃ 時間が来ましたので

ここで暫時休憩します。

午後０時７分休憩

午後１時９分再開

それでは、委員会を再開いたし○内村委員長

ます。

議案第６号について、先ほど終了○鳥飼委員

前に、一般行政職の部長クラスで月収、給料月

額が50万で、退職手当が2,700万から2,900万と

いうことの報告がありました。

この場合、在職月数というのは大体どのくら

いになるんですか。やっぱ一般職の場合も、給

料月額、在職月数、支給割合ということになる

んでしょうか。御説明をお願いします。

退職手当につきましては、い○武田人事課長

わゆる基本の給料月額に一定の率を掛けて積算

をするわけなんですけども、例えば定年で退職

された方については、最終的に、率としまして

は49.59月ですので、月額に49.59月を掛けて算

出する額ということになろうかと思います。

それに、詳細を申し上げますと、退職手当プ

ラス在職の職位に応じて若干の調整額というの

はつくんですけども、基本的にはその額になり

ます。

そうしますと、若干、これに追加○鳥飼委員

をされるところがあるというとこですけど

も、49.59月ということですね。そうすると、知

事の場合は12月の４倍ですから48月、ほぼ変わ

らないというような状況になるかと思います。

知事と一般職を比べるというのがどうかなと

いう感じもするわけですけども、この場合は、

給与の後払い的なという性格が、もう直接出て

いるんじゃないかなというふうに思っているん

ですよね。

それと、もう一つお尋ねをしますけども、全

国の都道府県の知事で退職手当を支給していな

い事例というのはありますか。

知事につきましては、率の違○武田人事課長

いはございますけれども、基本的には全て出し

ている状況でございます。全都道府県で支給し

ているという状況でございます。

、 。 、 、○鳥飼委員 ああ そうですか じゃあ これ

朝日新聞の秋田版なんですけど 「岩手、山形、、

静岡、三重が退職手当を支給しない」って書い

てあるんですけど、まあ、わかりました。今の

ところ、全国、全都道府県が支給をしていると

いうことですね。はい、わかりました。

それで、基本的な考え方として、給与の後払

いという方法があれば、やはり給与を引き上げ

て、この退職手当のほうを本来は減額をすべき

ではないかなというような感じも私はするんで

すけど、この報酬等の審議会では、そんな議論

とか意見は出ていないんでしょうか。

委員御指摘のとおり全国的に○武田人事課長

見ますと、やはりその知事の給料が低いという

こともありまして、そういう見直しの検討も必

、要じゃないかという議論もございましたけども

知事からの、いわゆる諮問の内容が、退職手当
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について見直しを必要かどうかということの内

容でございましたので、今回は、給与とそれか

ら退職手当を一体として見ることで、そこの考

。えを整合性をとったというところでございます

最後になりますけど、一般職の退○鳥飼委員

職手当の減額というのがありましたけど、これ

についてちょっと御説明をお願いします。幾ら

ぐらい減額になっているか。

これは委員御指摘のとおり、○武田人事課長

国の国家公務員の退職手当の引き下げに伴いま

して、地方公務員についても同様の処置をする

ようにということでの指導がございました。

内容としましては、いわゆる民間との比較を

した際に、退職手当と、それから民間でいいま

すと企業年金の部分を足したもの、それから、

それに相当するものが、地方公務員の場合です

と、共済の職域区分の部分がございます。それ

を比較してみますと、公務と民間が、約400万円

ほど公務のほうが高いということでございまし

たので、そういうことを考慮して、宮崎県の場

合ですと昨年度末からの退職者から、経過措置

を設けて引き下げを行っている状況でございま

す。

昨年度退職者の人が100万、こと○鳥飼委員

し200万で、最終的に400万減額になるというこ

とですが、知事は今回、300万減額をされたこと

ですけども、400万減額になるという意味では、

職員の間にはそういう意見は、どうもおかしい

んじゃないかなというような、知事も同じよう

に下げるべきじゃないかなというような意見は

ないんでしょうか。

直接、その職員からの声とい○武田人事課長

、 、 、うのは届いてはいないんですが それで 当然

審議会の中で御審議いただく際には、検討する

一つの考え方として、退職手当を引き下げを一

般の職員と同率の、約15％になりますけど

も、14.9％、これを引き下げる案も含めて御検

討いただいて。

ただ、やはり冒頭申し上げましたとおり、や

はり一般職と特別職の違い、それからまた、民

間企業との比較等を考慮すると、そこまで引き

下げる必要はないんじゃないかなという御意見

が強く、審議会のほうではそういう意見にまと

まったところでございます。

はい、わかりました。○鳥飼委員

もう一つ議案でいいですか。議案第18号の財

産の処分でお尋ねします。

この財産の処分は、小林商業高校の処分をし

て小林市にということなんですけど、先ほど説

明がありましたけど、この小林市の老人福祉セ

ンターなどの福祉活動との複合施設、災害対策

の拠点施設の用地ということで、これは小林市

が、直営っていいますか、小林市がまたそこに

。レンタルをしてということじゃないんですよね

これは小林市が、みずからの○川畠総務課長

、 。施設として直接改修整備し 運用するものです

財産に関する条例の第４条では、○鳥飼委員

たしか「時価から３割以内を減額した対価で譲

渡することができる」というのがありますが、

この間の日南市の例とか、通常の場合は、もう

３割減額で譲渡しているということでよろしい

んですか。

先般、日南農林高校跡地につ○川畠総務課長

きましては、一旦、日南市に譲渡いたしました

けれども、その後、社会福祉法人の誘致が進め

られまして、社会福祉法人のほうに日南市から

売却されております。

こういった例の場合には、条例に基づく減額

措置規定には該当しませんので、割引は行って

おりません。
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今回は、市町村が公共的に利用する場合とい

うことでございまして、条例の規定に該当する

ものですから、３割の減額措置となっておりま

す。

はい、わかりました。○鳥飼委員

それと関連してちょっとお尋ねしますが、第

５条に「公有財産の無償貸付又は減額貸付」と

いう項目があるんですけども、この「無償又は

時価よりも低い額で貸し付けることができる っ」

てこうあるんですが、その何か基準とかいうの

が、現在、規則で定められているとか、そうい

うのではなくて運用で決めているとか、何かそ

こをちょっとわかれば教えていただきたいんで

すけど。

財産に関する条例第５条、公○川畠総務課長

有財産の減額貸し付け等に関する規定ですけれ

ども、この規定の運用に当たりましては、条例

そのものに国、他の地方公共団体等が公用もし

くは公共用、公益事業の用に供するときなどと

いうことで、一定の限定が置かれております。

実際の運用に当たりましては、行政財産の使

用料につきましての減免基準というのを定めて

おりまして、この基準に基づいて行っていると

ころでございます。

行政財産の目的外使用ではなくて○鳥飼委員

普通財産の貸与ということに、ここではなると

思うんですけど、課長が言われたように第６条

では目的外が当てはまる。

そうですね。失礼しました。○川畠総務課長

ちょっと説明が不十分でした。行政財産の目的

外使用許可につきましては、第７条のほうに規

定が条例のほうにございまして、こちらに基づ

く行政財産の目的外使用、その使用料の減免基

準を設けております。

それで、第５条の普通財産の貸し付け等につ

きましても、実は、この行政財産の使用料の減

免基準を準用して運用しているということでご

ざいます。

そうしますと、行政財産と普通財○鳥飼委員

産、いずれにしても、この普通財産の貸し付け

については、この目的外使用のところの基準で

算定をしているということになるわけですか。

普通財産の貸し付けにつきま○川畠総務課長

しても、行政財産の目的外許可の使用料の減免

基準、これに準じて扱っておりますので、同様

の扱いとしております。

最後になります。○鳥飼委員

普通財産は、総務が所管している部分と、そ

れから個々が所管している分とかあると思うん

ですけど、そこはどんなふうにして決めている

わけですか。

議員が今、お尋ねの件ですけ○川畠総務課長

れども、普通財産につきましては、基本的に総

務部がそもそも持っている施設が、行政目的が

不要になって普通財産になる場合がございます

が、これはうちのほうで管理しております。

各部局におきましても、基本的には、それぞ

れの行政財産で使っておりましたものが不要に

なりましたときには、一応、各部局の普通財産

として所管をしております。

ただし、各部局において、もう全く、それか

ら他の部局も含めて、その普通財産が県庁の中

で使う状況にないとなりましたときには、これ

は、後々、一般競争入札等で処分していくこと

、 、 、になりますので その際には 処分する直前に

、総務課のほうに普通財産を移管していただいて

競争入札というふうにしているということでご

ざいます。

わかりました。○鳥飼委員

先ほど、鳥飼委員のほうで、○武田人事課長
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退職手当を支給しない団体があるんじゃないか

ということで、御質問がございました。

基本的には、各県条例を持っておりまして、

支給するようになっているんですけども、今の

御指摘のありました、これ、４月１日現在の状

、 、 、 、況ですけど 岩手 静岡 三重につきましては

いわゆるその団体の知事さんの判断で支給をし

ないということで、特例的に支給しないという

措置をしているというふうに伺っております。

そこは、退職手当が全く、その方がやめられ

るときには 支給しないというような制度になっ、

ているということでございます。

じゃあ、その人がやめた後は、ま○鳥飼委員

た復活するということですか。

はい、そのとおりでございま○武田人事課長

す。

総務課長に関連してですけど、そ○坂口委員

の第４条第１項と、第４条第２項ですよ。これ

に関してですけれど、都城の茶業試験場の圃場

跡に、都城市はそこに大学を誘致しましたが、

これはどんなことだったんですかね、南九州大

学だったかな。

大変恐れ入ります。私は、○川畠総務課長

ちょっと詳細を承知しておりませんので ちょっ、

と確認をいたします。

僕も余り詳しくはないんだけど、○坂口委員

県の農業試験場の茶業支場か、茶畑か何かを都

城市が大学を誘致するっていうことで、それを

多分、第２項適用だったような気がするんです

よ、３割以上で５割引きぐらいだったような。

それが実際、都城市がそれを今度は貸したの

か、都城市所有の土地になっているのか、それ

とも、そこを大学にまた譲渡したのか。通常だ

と、やっぱり抵当権とか、あとのいろんな権利

行使上の問題で、名義が一緒になる事例が通常

だと多いんですけど、都城市の所有のまんまに

なっていればあれなんだけど。第１項以外の適

用がなかったって言われるのが、ちょっと僕の

今までの認識と違っていたかなと思って。

済みません。ちょっと手元に○川畠総務課長

資料等がないものですから、よく調べまして、

また後ほど御報告をさせていただきたいと思い

ます。

それと、無償で、これはこの前の○坂口委員

質問関連で記憶しているから、間違いないと思

うんですけど、西高じゃない北高かな、あそこ

の道路の角地で、ずっと長年使われていたもの

で、これは無償で譲与をされているというのが

あるから、少なくとも第４条の第１項だけじゃ

なくって第２項とか、そういった無償での貸与

じゃなくて譲与も過去あるということです。

もうこれは一般質問でやりましたからあれな

んですけど、今後、やっぱそこらを広く解釈を

広げながら、ぎりぎりに今の運用の中でできる

ことだと思っておるんです。

だから、この場合、十分売却価値があるんで

すけど、せんだって取り上げたような長年、塩

漬け ここらはやっぱりこういった目的で、─

やっぱぜひ今後、研究していってほしいなって

いうことですね。多分、第２項適用の前例って

幾つかあるんです、第１項だけじゃなくて。

先ほどの都城の茶業支場跡地○川畠総務課長

の問題も含めまして、よく調べまして、いろい

ろ勉強したいと思います。

第21号なんですが、当せん金の120○十屋委員

億、106億から引き上げるんですけれども、これ

によって県もどのくらい収入がふえるんですか

ね。

現在、宝くじで県の収益とし○福田財政課長

て、大体30億円程度入っております。で、これ
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で売り上げが、もしこのまま順調に12％上がる

ということであれば、それの相当分、県の収入

がふえると、これは25年度からでございますけ

れども、という状況になっています。

私も多少は買いますけど、なかな○十屋委員

か当たらないですけどね。

これ、いわゆる県の財源としては確実に入っ

てくるお金で、これを伸ばしていくっていうの

が、この縛りが何かあるのか、120億っていうの

が。106億から120億以内っていうことになるん

ですけど、逆に言えば、ある程度、額をふやし

て販売したら、その分また、いろんな税収が厳

しい中で入ってくるのかなと思うんですが、国

の何か縛りか何かあるんでしょうか。

今の発売限度額、これが106○福田財政課長

億6,000万、25年度は、もうこれでいっておりま

して、実際、今年度12％ふえておるんですが、

もともとバッファーといいますか、余裕をある

程度、見ておりますもんで、その範囲内におさ

まるだろうと。

ただ、来年以降もふえた状態で推移していく

とすれば、もう、バッファーというか、余裕の

部分がありませんので、余裕を持たせるという

意味で上限額を引き上げるというものになって

おります。

そうなると、じゃあ、もうどこまでも引き上

げてもいいんじゃないかという議論も、去年も

ちょっとあったんですけれども、ただ、そこは

最終的には総務大臣の許可が要るということで

ございますので、余り大きな金額を国のほうに

提出しましても、ちょっとびっくりされてしま

うというのもありますので、発売額は売り上げ

に応じて12％、今回、ふやさせていただきたい

ということでございます。

ちなみに、他県とよく比較すると○十屋委員

悪いんですけど、人口比もあるでしょうし、い

ろんな経済的な理由もあるんですけど、多いと

ころと宮崎県とを単純に比較して、人口が多い

とこはやっぱりそれなりに高い額の設定になっ

ているんですか。

おっしゃるとおり、九州の中○福田財政課長

、 。だと たしか福岡県が一番多かったと思います

ただ、いずれも九州各県100億円台だったと思

いますので、そういう意味では、今回、引き上

げたとしても、本県が特段低いとか、突出をし

ているとかいう状況ではないと認識しておりま

す。

はい、わかりました。○十屋委員

いいですか。○内村委員長

さっきから気になってて、ちょっ○坂口委員

と教えてもらう、関連してですけど、宝くじを

発行しますよね。そうすると今、本県で30億ぐ

らいって言われたんですけど、大体大まかに分

配の仕方として、いろんな諸経費がかかるじゃ

ないですか、手数料まで含めた事務的な経費、

これが大体、全体で四、五千を売り上げたと仮

定して、大体どれぐらいのものなのかというの

と。

それと、当せん者への配当金、これが大体全

体のどれぐらいいくのかっていうのと、自治体

へのこういった まあ 交付金ってなるんでしょ、 、

うかね、それが、大まかにはどんなになってい

るのかなっていうのを。

ごく大まかでございますが、○福田財政課長

まず、地方団体に入ってくる分が約４割程度ご

ざいます。それ以外に、諸経費、印刷経費、売

りさばき手数料、こういったもので10％ちょっ

とかかっておると。残りの46.数％につきまして

は、当せん金ということで当せん者に支払われ

るということでございます。
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そうなると、やっぱりその今のカ○坂口委員

ジノとの比較をやってみたんですよ これはしっ。

かり発行したものに対して １つのルールに沿っ、

て返ってきますよね。バカラだ何だって今、イ

メージしているカジノで、自治体の税収増には

どういったぐあいに、売り上げとの関係とか。

今度は当たるも八卦当たらぬも八卦で、宝くじ

の配当みたいに46.数％っていうのもないじゃな

いですか。

丸ごといくかもわかんないし、丸ごと残るか

もわからない、こういったときの今度は税金っ

、 、ていうのは 想定されるこの還元法っていうか

税の算定法っていうのは、この場合、どんなぐ

あいになってくるんですか。企業の事業税でも

いかんような気がするんだけど。

そのカジノの関係での税でご○鶴田税務課長

ざいますけれども、一般的に考えられる方法に

つきましては、例えば、いわゆるカジノに入る

ときの入場に対する税、近い例で申し上げます

と、市町村税になりますけども入湯税という税

がございます。お風呂に入るときに、温泉に入

。るときに一定の税金を払うというのがあります

例えば、そういったものが考えられるのかなと

いうのは、ちょっと今、思ったところでござい

ます。

なかなか僕も、このカジノに対し○坂口委員

、 、てのスタンスも まだ決めかねているんだけど

その一つに、これは配当が46.何ぼって必ず返り

ますよ、逆に言ったら、54％ぐらいは失う人が

いますよとか、その金を人数に変えれば、46％

ぐらいの人は取れますよ、投資した分、上下を

。含めてという一つの分配ラインがありますよね

すると、今度はカジノっていうのは、パチン

コとかこういったものとちょっと違って、その

ときので、ボンと一瞬で動くというのがちょっ

と違うのかなというんで。そこらと今度は、こ

の税も入場税だったら、そこでいかに商いが多

かろうと小さかろうと、もう個別に10円、20円

、 、 、を張っている人と 10億 20億を張っている人

その人が100人入ればその分で、余り自治体の

税っていうのは変わらないってなことになって

きそうなんですかね。

どれぐらいの税率を設定する○鶴田税務課長

のかということと あとはやっぱり 委員がおっ、 、

しゃいますように、例えば、どれぐらいの方が

利用されるのかとか、そういったところで、仮

にそれで税という形で税収を上げるということ

になりますと、やっぱり変わってくるんだろう

なと思っております。

何か、まだ余りイメージできない○坂口委員

んだけど というのが 頭数で幾ら入ってくるっ。 、

てなれば、やっぱ今後の誘致の考え方として、

とにかくいっぱい人が来るタイプのカジノ、そ

れをやる事業所ですね、それから、やっぱり高

級な、いわゆるセレブ対象にやろうとしている

企業を選ぶのかということで、それだと動く人

数が限られますよね。

、 、だから 特定の企業を誘致されるのであれば

そこらをやっぱり想定しながら……。そうなる

と、人の数をいっぱい、いわゆる低所得の人も

含めた数で稼いでこいって、そして税収を上げ

ようという方法を選択するのかとか、もう少な

くってもいいって、そこで動く金に対して税収

が伴うんだってなれば、また、そっちを選択す

、るのかで税収増が魅力だって言われるからには

そこんところのスタンスは、県は考えておくべ

きじゃないのかなと、今、どうもそこが分析さ

れてないような気がするんです。

まだ、これからのことだから、一応、念頭に

置いてほしいということで。
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委員御指摘の今の状況につき○鶴田税務課長

ましては、それを踏まえまして研究をさせてい

ただきたいと思っております。

企業の名前が、ひとり走りしてい○坂口委員

ますから 何かそこらんとこを分析されずに走っ、

ているんだったら、ちょっとやっぱり慎重にい

かないと、セーブがきかなくなる可能性がある

と思っています。

ほかにありませんか。○内村委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

では、ないようですので、次に○内村委員長

報告事項に移ります。

報告事項に関する説明を求めます。

市町村課でございます。損○甲斐市町村課長

害賠償額を定めたことについて、御説明いたし

ます。

「総務政策常任委員会資料」の11ページをお

開きください。

平成25年７月24日に、五ヶ瀬町内において西

臼杵支庁の職員が、道路パトロール車を屋根つ

きの駐車場に駐車するため前進した際に、車両

の屋根に取りつけてあるパトランプが、駐車場

の屋根を支える金属製のはりに接触したもので

あります。

事故原因は、職員の上方の安全確認不足によ

るものであり、過失は全て県側にあります。

損害賠償額は３万1,500円で、駐車場の屋根を

支えるはりの塗装に要した経費であり、県の加

。入する任意保険から全額が支払われております

交通安全につきましては、機会あるごとに職

員の意識高揚に努めておりますが、今後とも一

層の徹底が図られるよう、再発防止に向けて指

導してまいりたいと考えております。

西臼杵支庁においても、その取り組みを進め

ているところでございます。

説明は以上であります。

執行部の説明が終了しました。○内村委員長

報告事項についての質疑はありませんか。な

いですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

では、その他の報告事項に移り○内村委員長

ます。その他の報告事項に関する説明を求めま

す。

それでは 「総務政策常任委員○川畠総務課長 、

会資料」の12ページをお開きください。

防災拠点庁舎整備基本方針（案）につきまし

て御説明いたします。

まず、１の「経緯」でありますが、御案内の

とおり、東日本大震災の教訓を踏まえ、災害時

に、十分な耐震性能を有し、災害応急対策等を

円滑に実施できる、防災拠点庁舎の早期整備が

不可欠となっております。

このため、有識者を含む「防災拠点施設整備

調査検討委員会」で、これまでさまざまな角度

から検討を重ね、10月に検討委員会としての整

備案が取りまとめられました。

県では、この整備案を踏まえ、さらに検討を

加えまして、防災拠点庁舎の整備指針となりま

す基本方針（案）を取りまとめたところであり

ます。

なお、本日、基本方針（案）を御説明しまし

た後のスケジュールでございますが、３にあり

ますように、12月中には、基本方針を決定して

まいりたいと考えております。

では、基本方針（案）につきまして御説明い

たします。

お手元に別冊の１、基本方針（案）がござい

ますが、ここでは、その概要を委員会資料の13

ページと14ページで御説明させていただきたい

と思います。
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それでは、13ページをお開きください。

まず、１の「防災拠点庁舎の整備場所」であ

りますが、御案内のとおり、県庁域は津波で浸

水しないとされたことや、道路整備状況・職員

の居住状況等から職員が参集しやすいこと、行

政機関が集まっておりまして、連携が図りやす

いことなどの理由から、県庁域で十分な敷地が

確保できます県庁外来者第一駐車場としており

ます。

次に、２の「防災拠点庁舎の規模・配置」の

（１ 「延べ床面積・階数等」であります。整）、

備案のほうでは、約２万平米の規模とされてお

、 、りますが 必要な諸室やスペースにつきまして

、 、 、再度 全体的に検討を行いました結果 さらに

総合対策部の増員などの災害対策本部の組織・

人員の強化であるとか、大規模災害等に対応す

るために、議会に設置されます組織の協議会の

機能の確保、売店や喫茶店などの来庁舎等のた

めの利便施設等の設置などを図る必要があるた

め、１フロア約2,000平米を追加いたしまして、

延べ床面積約２万2,000平米としており、地上11

階、地下１階、屋上ヘリポートを備えた建物と

しております。

また （２）の「配置」でありますが、防災拠、

点庁舎の基本的な配置は、図の位置としており

ます。詳細な配置については、今後、検討して

まいります。

あわせて、新たな外来者駐車場につきまして

も、図のほう、少々見づらいですけれども、図

のとおり、防災拠点庁舎の地階など３カ所に配

置することとしております。

なお、５号館につきましては、整備案では、

単に「保存する」とされておりますが、防災拠

点庁舎をより適切に配置するためには、５号館

のあり方をもう少し検討してみる必要があろう

かと考えております。そのため、今後、耐震性

等の状況を詳細に調査し、保存するための改修

費用等を把握することとしまして、その上で、

改めてそのあり方を検討することとしておりま

す。

次に、３の「防災拠点庁舎の基本的な機能・

性能」の（１ 「防災拠点庁舎として必要な機）、

能の確保」でありますが、県民の生命と財産を

守るための司令塔となる庁舎として、ごらんの

５項目を確保することとしております。

また （２）の「庁舎としての基本的性能の確、

保」でありますが、人や環境に優しい庁舎とし

まして、ごらんの５項目を確保するとしており

ます。

、 （ ）これらを踏まえまして 次の14ページの ３

でございますが 「防災拠点庁舎の主な諸室」で、

ございます。非常時における主な諸室を示した

ものでございます。

なお、各室の詳細な配置であるとか面積等、

それから平常時におけます会議室、研修室、エ

ントランス等としての使用につきましては、今

後、検討してまいります。

次に、４の「概算事業費」でありますが、本

体及び駐車場整備の工事費として、現時点で

約112億円が想定されております。

次に、５の「事業手法」でありますが 「設計、

・施工分離発注方式」のほかに 「設計・施工一、

括発注方式 、あるいは「ＰＦＩ方式」の３つの」

方式につきまして評価をしまして、比較しまし

た結果、県の細やかな意向を反映しやすいこと

や、施工内容を適切に確認できること、さらに

は、県内企業の受注機会の確保が図れ、県内経

済への効果が期待できるといった視点から優位

であります「設計・施工分離発注方式」として

おります。
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最後に、６の「整備スケジュール」でありま

すが、この基本方針に沿って、より詳細で、設

計の前提となる基本構想を、平成26年度に策定

することとしております。

その後、基本構想を踏まえ、基本・実施設計

を行い、建設工事は29年度の着工、30年度の完

成を目標としております。

最期、米印のところでございますが、26年度

に策定いたします基本構想の主な検討項目とい

たしましては、詳細な建物の配置や具体的な機

能・性能、各室の配置や面積等、それに非常時

における諸室やスペースの平常時の使用、１号

館等の庁舎に生じるスペースの活用などでござ

います。

なお、これらの検討に当たりましては、今後

、 、とも 将来の庁舎の集約化も念頭に置きながら

。検討を進める必要があろうかと考えております

、 （ ） 。以上が 基本方針 案 の概要でございます

今後とも早期整備に向けて取り組んでまいりま

すので、よろしくお願いいたします。

市町村課でございます。○甲斐市町村課長

委員会資料の15ページをお開きください。

議案第12号「宮崎県における事務処理の特例

」 、に関する条例の一部を改正する条例 について

御報告いたします。

県では、住民に身近な行政サービスは、でき

、る限り住民に身近な市町村で担うことを基本に

市町村への権限移譲を推進しているところであ

ります。

、 「 」 、今回 ２の 改正の概要 にありますとおり

法令の改正に伴う条項の整理が１件、知事の権

限に属する事務について希望する市町村へ移譲

するものが１件、市町村の条例制定に伴う条項

の整理が１件、計３件の改正をお願いしており

ます。

本議案は、関係する常任委員会に分割付託さ

れておりますので、それぞれの改正内容につい

ての詳細な説明は省略させていただきます。

16ページをごらんください。

参考としまして、平成17年からの移譲事務数

の推移や、平成26年４月１日時点での市町村別

の移譲事務数を掲載しておりますので、後ほど

ごらんください。

市町村課からの報告は、以上であります。

それでは 委員会資料の17○大坪危機管理局長 、

ページをごらんください 「総合防災訓練につい。

て」でございます。

１の「目的」にありますように、南海トラフ

巨大地震の発生を想定しまして、災害対策本部

の運営や、防災関係機関との相互連携等につい

て実践的な訓練を行い、発災時の初動対応の確

認や課題等を明らかにする、あわせて、県民の

防災意識の向上を図ることを目的としておりま

す。

その次に、訓練概要ですが、12月15日の日曜

日の午前８時に、南海トラフでマグニチュー

ド9.0、県内各地で震度６弱から７の地震が発生

したという想定のもとに、住民の避難訓練や防

災関係機関の相互連携によるさまざまな訓練を

行います。

また、この訓練は、宮崎県、宮崎市、並びに

九州の防災関係機関で組織しています、南海ト

ラフ巨大地震対策九州ブロック協議会との共催

で実施をするものであります。

具体的には （４）にありますように、まず、、

①の津波からの避難訓練を、宮崎港や内海港等

で行います。さらに、②の本部運営訓練を、県

庁講堂等、③の初動対応訓練を、大淀川河川敷

や宮崎港など、④の広域参集訓練を、生目の杜

運動公園、⑤の前方展開訓練を、大淀川の河川
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敷や宮崎港など、⑥の広域医療搬送訓練を、新

田原基地や宮崎大学の附属病院、⑦の海上から

の応急救護訓練を、宮崎港や内海港、そして⑧

の物資の搬送訓練を、宮崎市の学園木花台等で

行うことといたしております。

参加機関は （５）のとおりでございますが、、

今回は、南海トラフ巨大地震を想定した初めて

の実践的な訓練ということになりますんで、広

域的な観点から、九州内の各関係機関にも参加

していただくということにしております。

なお、参考までに、右側の18ページに、それ

ぞれの訓練内容や場所等を図示しております。

次に、委員会資料の19ページをごらんくださ

い。

「新・宮崎県地震減災計画」についてであり

ます。

１の「計画の基本的考え方」ですが、本県で

は、平成19年３月に「地震減災計画」を策定い

たしておりました。そして、今回は新たに南海

トラフ巨大地震対策を追加する形で 「新計画」、

を策定したところでございます。

（３）の「計画の進行管理」ですが、今後の

いろんな国の施策の状況等も出てまいるでしょ

うから、そういったものを踏まえながら、毎年

度、計画の見直しを行いまして、時点修正をし

。ながら更新をしていくことといたしております

さらには、事業内容につきまして、実施主体

を自助、共助、公助ごとに、さらには実施時期

を５年程度の短期 10年程度の中期 20年から30、 、

年程度の長期に区分して整理をしまして、諸対

。策の進行管理を行っていくこととしております

中ほどですが、計画の対象となります地震の

被害想定につきましては、その表のとおりです

けども、現在の計画で対象としております日向

灘地震、えびの・小林地震、東南海・南海地震

につきましては、これは当然ながら引き続き対

策を進めていくことになります。今回は、それ

に新たに、南海トラフ巨大地震も対象として追

加をしまして、内容を膨らませたものというふ

うに御理解をいただければと存じます。

下のほうの２の 減災目標 でありますが 10「 」 、

。 、月末に被害想定を公表しました それをもとに

建物の耐震化、あるいは住民の早期避難といっ

たものを中心に対策を進めまして、被害を大き

く軽減することを目指しますとともに、さらに

避難場所の確保や避難訓練の実施、広域連携の

推進など、いろんな対策にも取り組むことで、

さらに、できる限りの被害の軽減を図るという

ことを目標としているところでございます。

右側の20ページをごらんください。

３の「計画の骨子」でありますが、従来の計

画どおり、６つの項目で柱立てを行っておりま

す。この中で、それぞれの項目につきまして、

従来から実施している対策を引き続き進めます

とともに、新たに追加した内容、アンダーライ

ンを引いている部分ですけども、そういったも

のにつきましても、順次、取り組んでいくこと

といたしております。

６項目、順に申しますと、まず 「県民防災力、

の向上」では、大規模災害発生時には、特に住

「 」 「 」 、民の 自助 と 共助 が重要になりますので

宮崎県防災士ネットワークの支援ですとか、関

係機関や地域との連携強化等に取り組んでまい

ります。

次に、２点目の「住宅・建築物の耐震化、居

住空間の安全確保」につきましては、建築物の

耐震化や家具類の転倒防止など、地震の強い揺

れから身を守る対策を進めてまいります。

次に、３点目の「外部空間における安全確保

対策の充実」につきましては、地震・津波災害
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に強いまちづくりにつきまして、これは長期的

な課題ということになりますが、検討を進めま

すとともに、高速道路等の重要インフラの整備

などにも、防災の観点からも取り組んでまいり

たいと考えております。

それから、その次の「津波対策の推進」につ

きましては、まずは何と申しましても住民の避

難対策が重要ですので、早急に避難場所や避難

路の確保を図るとともに、住民への啓発や訓練

、 。などを通して 早期避難を促進してまいります

次に 「被災者の救助・救命対策」につきまし、

ては、自衛隊等の救助関係機関との連携強化、

さらには後方支援拠点を活用した防災訓練の実

施、災害拠点病院の機能強化や広域医療搬送体

制の充実、さらには、避難所等におけます保健

衛生・防疫対策、震災関連死等の防止対策、当

然ながら、避難生活も長くなりますんで、そう

いうことについても積極的に取り組んでまいり

たいと考えております。

最後に 「県、市町村の防災体制の充実、広域、

連携体制の確立」につきましては、業務継続計

画をつくりましたんで、それをしっかり推進す

ることや、先ほど御説明がありました防災拠点

庁舎の整備等の県の防災体制の充実を図るとい

うこと さらには 被災者への支援やボランティ、 、

ア関係機関との連携など、市町村における災害

対応力の強化を促進いたします。

さらに、大規模かつ広範な災害が発生した場

合に備えまして、国や九州各県、指定公共機関

等との広域的な連携体制の強化を図ってまいる

ことといたしております。

詳細な内容につきましては、別冊の２としま

して「本計画」の冊子をお配りしておりますの

で、後ほどごらんいただければと存じます。

説明は以上でございます。

執行部の説明が終了しました。○内村委員長

その他報告についての質疑はありませんか。

消防防災訓練、初めてこういうふ○鳥飼委員

うに具体的に取り組まれるんですが、準備は大

変だと思います。よろしくお願いします。

それと 「新・宮崎県地震減災計画」ですが、、

この計画の骨子、右側に説明がありまして、計

画の骨子のところとか、今回の一般質問での答

弁とか、危機管理統括官の答弁とかに出てくる

のが、大規模災害でも住民の自助、共助が重要

であるということで、まず、自助ですよという

ような言い方はされているんですけど、これ、

具体的にどういうことを指しているのかお尋ね

します。

、○大坪危機管理局長 通常の小さな災害ですと

公助の手というのは、すぐ行き渡るということ

になりますが、阪神大震災のデータを拝見しま

したら、助かった人の98％は自助と共助だった

そうでございます。

したがいまして、大規模な災害になればなる

ほどその現場が多くなりますんで、なかなか公

助の手がすぐには行き渡らないという現実がご

ざいます。

したがいまして、自分の身は、まずしっかり

と自分で守るということ、そして地域全体でお

互いに助け合って避難をしたり、避難生活をす

、 、るといったこと そういったことを中心に自助

共助の重要性というのを訴えてまいりたいと

思っております。

、○鳥飼委員 言われることはわかるんですけど

自助、共助といったら自分で逃げろ、自分で助

かる行動をとりなさい。自分で被害を受けたと

きの食糧も確保しなさいよ そういうことになっ、

ていくのかなと思っておりますけども、一般的

には、そこまで今回の東日本大震災の例を受け
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ても、そこまで重くはないんではないかなと。

だから、自助でしょって言われたら、確かに

自助というのは、もちろん自分で逃げる場所を

確保するとか、地元の訓練に参加をする。それ

は、やっぱり当たり前のことなんですけども、

それをまず自助でしろという点で、責任を持っ

てできない人っていうのは……。これは、もう

当たり前のことですから、当たり前のことを、

まずもってというのが、どうも、この間から答

弁を聞いてて引っかかるんですよね。

委員おっしゃいますよ○橋本危機管理統括監

うな考え方もあると思うんですが、やはり東日

本大震災、阪神・淡路大震災と、このクラスの

危機事象が起きたときには 例えば119番とか110、

番というのは、これはパンクしますし、例えば

宮崎市内、これだけ大きなところで救急車が９

、 、台しかないという状況でございますので また

それもいろんな地震で道が通れないということ

になりますと、実際に、この公の機能が、駆け

つけられないということを前提に考えざるを得

ないというのが、これだけ多くの犠牲が出た中

での我々が学ぶべきことだということで、そこ

を強調させていただいております。

実は、この中でも、19ページの減災目標のと

ころ、下のほうにありますように、人的被害が

今、３万5,000とシミュレーションしたもの

を8,600に軽減と書いておりますけれども、この

大きな要素は、一つは建物の耐震化でございま

す。今、70数％のものを90％にする。これは公

的支援もしますけれども、やはりそれぞれの御

自宅とかは、耐震補強とかをみずからやってい

ただく必要があると。

あともう一つは、津波の観点からいいますと

早期避難でございまして それを行うことによっ、

て これだけ減らせる さらに 減らしても8,600、 。 、

ですので、これをさらに減らすために、例えば

津波避難ビルの指定とか、これは公がやってま

いりますけれども、そういうところでは、やは

りそれぞれの県民の皆様の意識を変えていただ

くということが重要だということで、確かに委

員がおっしゃるように、違和感はあるかもしれ

ませんが、あえてそこは強調させていただいて

いるというところでございます。

言われることはわかるんですけど○鳥飼委員

も、例えば耐震化の問題でいえば、昭和56年以

前の建物については、建築基準法が変わる前で

すから、高齢化なり収入が年金だけだというの

もあって、なかなか思いどおりいかない面があ

る。

補助制度も、もう十分機能しないという現実

があるわけです。ですから、それでいて、こう

、いうことを申し上げるんじゃないんですけども

このいろいろな計画なり骨子で、重要ですよと

いうふうに言われると、これだけじゃないんで

すけど、社会保障制度の対策についても自助、

共助ときて、公助とくるわけですが、勝手に自

分たちでやりなさいよというように聞こえると

まずいなというふうな気がするんですね。その

辺は十分配慮をしながら、やはり大きな災害の

ときには、今、ここで言われたようなことも出

。 、 、てきますと ですから そういうような対応を

県民の皆さんでもお願いしますよというように

していただきたいなと思います この点がちょっ。

と気になりまして。

今の計画全体に関してと、先ほど○十屋委員

の多重無線の関係で、やはりこれも書いてある

んですけど、情報の双方向のやりとりという中

で、先ほどの無線に関していうと大丈夫なんで

しょうけど、実際、こういう地震が起きたとき

に、今度、民間とかほかの他の行政機関と、例
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えば自衛隊とか、何かそういうやつとの連携は

うまくできるようなシステムになるんですか。

災害時に、通信機能の○橋本危機管理統括監

確保というのは非常に極めて重要な課題だと

思っております。それで、我々、基本的に３系

統、一つは光ファイバー網で、ふだんからつな

がる有線系、それと今回お願いしているのは多

重無線、それと衛星系、この３系統をもって、

複数の冗長性を担保しているというところでご

ざいます。

一方で、ほかの機関との連携については、こ

れの関係では直接つながるわけではないと。国

との関係でいいますと、国土交通省とかとのつ

ながりはあるんで、そこが維持できれば、国の

機関とは連携がとれると。そこのどこかがつな

がっていれば、自衛隊の情報も、そこ経由で入

手するということが可能になってまいります。

一方で、大規模災害になりましたら、まさに

この新庁舎も絡むんですけれども、それぞれの

この広域支援機関、自衛隊、警察、消防、それ

からＤＭＡＴ、こういう方々に、まさに防災庁

舎に参集していただくと。いわゆるリエゾンの

方ですとか、あとは指揮にかかわる方に参加し

ていただくっていう、まさに同じ対策本部で一

緒に対策をとるというのを想定しているという

ところでございます。

それからもう一点。もう一つは、○十屋委員

特措法ができて、今回の強化地域指定が、いつ

行われるのか。宮崎県全体でももちろん取り組

むんでしょうけど 市町村のやっぱり指定にあっ、

て、いろいろ財政的な支援も含めて求めていく

と思うんですが、そうしたときのそのタイムス

ケジュールとかっていうのは、もうわかってい

るのか、わかってないのか、そのあたりはどう

なんですか。

先般、南海トラフ対策特○大坪危機管理局長

措法が成立をしまして、そこら辺、内閣のほう

にも確認をしたんですが、今現在ではっきりし

ているスケジュールはないということでござい

ました。

ただ、いずれにしても、法律ができまして１

年以内に施行されるということです。例えば避

難施設について３分の２の国の負担があるとか

いうふうなのが明示されていますので、対象地

域がどこ、どういった条件で設定されるのかで

すとか、この事業のスキームがどうなるのかと

いったことについて、できるだけ早く詳細がわ

かるように要望してまいりたいと考えておりま

す。

まさに早くしないと……。その法○十屋委員

律ができてから、なかなか具体的にわからない

、 、 、となると 市町村もわからないし 県のほうも

なかなかやりようがないのかなというふうに

思っていますんで、それは本当に強く要望して

いただきたいなというふうに思います。

それから、この防災に関しては、以前からい

ろいろ言っていますのでいいんですが、先ほど

市町村課長のほうからあった権限移譲の分で、

ちょっと確認をさせていただきます。たくさん

権限移譲をするんですが、要は、県も市町村も

そうなんですけど、人を減らしていっているの

で、権限移譲すると言っても、なかなか仕事が

できないんじゃないかなというのをちょっと心

配するところがあるんですよね。だから、受け

手側としても、なかなかそこらあたりが踏み切

れない。もう一つは財政的なもので、移譲した

分に対して県からの補助なりは出るんでしょう

けど、人の配置、このあたりを現状、市町村は

どうなんですか。受け手が受け切れるのか。

、○甲斐市町村課長 移譲される事務については

平成25年12月４日(水)
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例えば、既に移譲されている事務に関連する事

務とあわせて一元化できるといいますか、住民

の方にとっても 手続の利便性が向上するといっ、

たようなものについて移譲が進んでいくという

ケースが多いです。

全く新しいものをいきなりということは、な

かなか難しいところがございまして、県のほう

も事務を引き継ぐに当たりましては事務マニュ

アルをつくったり、それから導入初期に当たっ

ては研修において、県ではこうやっていました

といったような引き継ぎをやったり、それと財

政的には権限移譲交付金ということで、処理件

数に応じて、大体これくらいの手間がかかりま

すよねということで、件数に応じた交付金を交

付しておるところです。

おっしゃいますように、人的ということにつ

きましては、やはり市町村もそれなりに計画的

に定員管理はやっておりますので、非常に業務

がふえていくということについては、大きな判

断をされた上で権限移譲を受けられると思いま

す。今、たくさん進んでおります事務移譲は、

大きな負担がかかるといいますか、判断を相当

、期間要して結論を出すという事務というよりも

どちらかというと経由事務といいますか、そう

いう事務が中心で先に進んでいるのが実情でご

ざいます。

結局、それを進めるのかどうかっ○十屋委員

ていう、先ほど最初に説明があったように、住

民サービスのより近いところで持っていくとい

うふうになってくると、当然、その一番近いと

ころの市町村、基礎自治体に持っていくという

話なんですけど。

一方で、今言ったように簡易なものしか受け

切れないという状況になったときに、これから

ますます進める、県としては進めたいでしょう

、 、 、し 県の職員も減らしてきているから その分

いろんな仕事が二重、三重、抱えられてやって

いらっしゃるというのは、十分理解できるんで

すけど、一方でも、市町村もやっぱりやってい

るので、これから本当にどんどん進めていくべ

きなのか、どこまでやることなのかなっていう

のがあって、もう一つは、すぐ済む話じゃない

、 、 、んでしょうけど 道州制の話があって ２層制

３層制、いろんな話がごちゃごちゃあるんです

、 、が そうしたときの基礎自治体が一番大事だよ

大事だよと言いながら、そこがなかなか手薄に

なっているという、そういう矛盾したところが

生まれているんじゃないかなというふうに思う

んですね。

だから、県としてはどの辺あたりまで進めよ

うとされているのかですね。

「 」○甲斐市町村課長 総務政策常任委員会資料

の16ページをちょっとごらんいただけるとよろ

しいかと思います。上のほうの数字が、権限移

譲の推移を累積であらわしております。ここの

ところ、三、四年といいますか、ある程度、頭

打ちと言ったらあれなんですけど、そろそろ、

なかなかこれ以上進まないなという状況には来

ております。

これは、九州各県ともいろいろ連絡をとって

、 。おりますけれども 同じような状況にあります

でも、私どものほうとしても、強引に市町村に

受けてくださいというそういう進め方はしてお

りませんので、この地方分権一括法をもとにし

た権限移譲の推進については、ある程度のとこ

ろまではきているのかなという感じではおりま

す。

これから、また新たに国のほうが法令移譲と

かいうことで、この条例に基づかずに法令でや

るものについては、それなりの財源措置はした

平成25年12月４日(水)
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上で 基礎自治体に移譲するとかいうことになっ、

ておりますので、それら、いろんな動きを見て

いきたいと思っております。

防災拠点のお話をちょっと、もう○十屋委員

要望にとどめたいと思うんですが、５号館の今

後のあり方については、これはもう検討をして

いくという話で、説明いただきました。

やはり本館と一緒で古くて立派なものですか

、 、 、ら 県民の財産として 個人的に思いますのは

取り壊していくのはもったいないなというのが

正直な思いであります。

ですから、現在位置と、防災庁舎を新しくつ

くる場所、そして横に日本庭園があって、そし

て本館が反対側の北側にあるという、この一体

的でトータルな県庁というイメージで、まず何

かできないのかなと。

日本風なものがあって、歴史もあるし、そう

いうものを一体的にやっていただきたいなとい

うので、それは要望でお願いしたいなというふ

うに思っています。

ほかにありませんか。○内村委員長

済みません。事務処理の特例につ○鳥飼委員

いてお尋ねします。

先ほど、十屋委員からもございましたが、事

務処理の権限というんかね、交付金をすると思

うんですが、例えば、２番の福祉保健部（衛生

管理課 「動物の愛護及び管理に関する法律及）、

」 、 、び同法施行規則 とありますけども 宮崎市が

、まず動物愛護センターをつくろうということで

それに伴ったものだろうと思うんですが、例え

ば、この事務を受託といいますか、したとした

場合に、どの程度の交付金が出されるのかをお

尋ねしたいと思います。

現在の交付金は、前年度に○甲斐市町村課長

行った処理件数と、その処理件数にかかった手

間ということで、次年度の前半に精算して交付

しております。

ということで、今回、移譲するものがどれだ

けかかるかっていうのは、ちょっとこれからに

なるかとも思いますが、一般的な例で申します

と、１人当たりの人件費単価というのは、１時

間の処理時間で3,000円というのを基本にしてお

。 、 、ります それで ５時間かかる事務だとすると

１万5,000円ということになります。それに処理

件数を掛けたり、それから新たに導入するとき

には 準備的な事務がございますので そういっ、 、

たものをプラスしたりするとかいうことで、一

つ一つのケースにはそれぞれ単価がありますけ

れども、例えば１万幾らであったり２万幾らで

あったりとかいったような、１件当たりの処理

件数ということで御理解いただけるとよろしい

かと思います。

前からこれについては疑問が出て○鳥飼委員

いるんですけど、権限とその財源もつけてくれ

、んと大変だなというようなことがあるんですが

例えば、平成24年４月で、1,263事務あるわけで

す。これで総額どのぐらい交付をしておられる

のか。

、○甲斐市町村課長 年間の総交付金としまして

平均して3,500万から4,000万ぐらいを推移して

おります。

、○鳥飼委員 1,263事務で3,500万ということは

１事務３万円ぐらい。

、 、○甲斐市町村課長 はい 事務数で割りますと

そういうことになるかと思います。

この件数が1,263だから、１事務が○鳥飼委員

大体そのぐらいですかね。

１事務で、件数としては複○甲斐市町村課長

数ございますので、事務数で割るとそういうこ

とになろうかと思います。

平成25年12月４日(水)
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大体そういうんで非常に安くで委○鳥飼委員

託をしておるんだね。その形が実態だろうとい

うんですが、市町村からすれば、やはりもう

ちょっと何とかしてくださいよということだろ

うと思うんです。

そういうものには、こう答えていって、自主

的に業務だけ受けて、金はというんじゃ……。

そういう実態に近づけるような方法をお願いを

しておきたいと思います。

私ども、九州各県の相場観○甲斐市町村課長

も含めて、それから単価も２年前にちょっと幾

らか上のほうにいたしたところでございます。

そういう各県の動向も踏まえて、市町村の事

務処理に支障が来さないような交付金事務とい

うことを、今後も進めていきたいと思います。

よろしいですか。○内村委員長

、 、○坂口委員 16ページのこの下のグラフ これ

理解の仕方をちょっと教えてほしい。多分、基

本的には、このメニュー開示の挙手方式と思う

んですよね。これ、椎葉村が突出しているって

いうのはどういうことですかね。逆なような気

がするんですけど。

これ、椎葉村さんの非常に○甲斐市町村課長

努力といいますか、やはり県の機関だとか県の

出先機関にも、地理的にも遠いということで、

住民の方もかなり奥地の集落もございます。

できれば、役場のほうで一元的にできるもの

は積極的に移譲を受けたいということもあった

結果のようでございます。

やっぱそこ辺を他の市町村にも学○坂口委員

ばせるべきだと思うんですよね。やっぱり身近

なところは身近な役所でっていうのを基本だっ

ていうことで それは住民サービスの質の向上っ、

ていうことを目指した権限移譲で、もちろん、

法令移譲みたいに需要額で算定してくれて しっ、

かり予算措置されるものと、手数料的に１日、

それをずっとさわって……。同じ人間で、やっ

ぱりやりくりしながら対応していくっていうこ

との、汗を流す量がふえてくるっていうのは当

然なんですけど、そこらをしっかり指導をして

いきながら、極力、挙手してもらえるとこに…

…。やっぱり大きい町は、小さいところよりそ

ういう意味じゃ、受け入れ能力はまだあるって

見ていいと思うんですよね。

だから、そこ本質をしっかり理解させるって

ことと、言われるように、じゃあ、県がそれに

十分対応できるような、満足なり納得できるよ

うな交付金は出していけるかというと、それも

限界があるってことで、そこらをやっぱりお互

、いが解決すべきことを国も交えてやっていって

、 。この一括法の精神っていうのは しっかり……

これ、たしか最初200メニューぐらい示されて

から、相当時間が経過していると思うんですよ

ね。だから、やっぱりこぞって挙手してくるよ

うな条件整備をしてあげることも必要かなと、

これは答弁はいいです。

防災拠点庁舎のことに関して○渡辺副委員長

幾つかお伺いします。

検討委員会、その有識者を含んだ会議での議

、 、論が終わって 県としての基本方針の案を今回

出されて、来年度から取り組むってことだと思

いますので、何か、よりイメージを具体化させ

る作業が必要かなと思って、幾つかのことをお

伺いします。

まず、この案の中で、一時避難場所の確保と

いうのも役割としてあるってことを書いていま

すけども、具体的にその想定される大きな災害

があった場合に、この県庁周辺で職員の皆さん

も含めて、どのぐらいの一時避難の可能性が発

生をして、新しい防災拠点庁舎では、どのぐら

平成25年12月４日(水)
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。いの方々のその一時的な避難に対応できるのか

また、それはエントランス等いろんな場所が

あるのかもしれませんが、どこで対応するかと

いうのが、この基本方針（案）の中には基本的

に示されていませんけれども、どういうことを

今、検討していらっしゃるんでしょうか。

委員御指摘の内容につきまし○川畠総務課長

ては、今後、事業構想等々、さらに検討してい

、 、 、きますが そういう中で より具体的に検討し

決めていくということになるかと思います。

とはいえ、現時点でちょっとイメージをして

おりますのが、例えば東日本大震災におきまし

ては、宮城県庁のほうに1,500人ほどの一時避難

者があったというふうに聞いております。

これを参考にしますと、本県、宮城県に比べ

まして人口がまた少のうございますので、700か

ら1,000ぐらいかなとか、一定の仮定を置きなが

、 。ら 今ちょっと考えているところでございます

そういう方々が、一時避難できるスペースと

しましては、例えば１階のエントランス等を、

いざというときには一時避難の方も、数日は

ちょっとそこで滞在、そこでちょっと避難でき

るような、そういったスペースを確保しておき

たいと、そういうふうに考えているところでご

ざいます。

発想の切りかえをすると、そ○渡辺副委員長

ういう本当に大震災が起きて、新しい庁舎はコ

ントロールタワーとなって、県内全域の状況を

コントロールしていくというときには、ちょっ

と言い方は変かもしれませんが、一時避難者と

いうのは、その全体状況をコントロールすると

いう意味では、阻害要因になる可能性も十分に

あるわけであって、そこの読み込みができずに

気分的には非常によく、一番頑丈だから逃─

げてきたら安全かなと思う意識は、とめられな

いもんだと思うので、そこの整理ができてなく

て、本当に有事の際の機能を、そのためにつく

る庁舎なわけですから、果たせるのかどうかな

というのが、疑問点として残ってたっていうと

。 、 。ころが一点 ここは さっきの答弁で結構です

もう一つは、ヘリポートの設置が当然のよう

についていて、当然なのかなという印象は持つ

んですが 実際 このヘリポートを具体的にいっ、 、

た場合に、何をどういうふうに使って、災害が

起きていない通常期の時点では、まず訓練等も

含めて年間どのぐらいの運用があって何に使う

のか。

現時点では県庁にヘリポートはないわけです

よね これができるまでにも数年間あって じゃ。 、

あ、今、もしそういう災害が起きて、今の１号

館が拠点として機能している間には、じゃあ、

これの代替というか、現時点でその必要な要素

として使うヘリポートは、県警なのかどこなの

、 、かちょっと私はわかりませんが どこにあって

その今の状況と比べたときに、どれだけ改善さ

れているというか便利になる点が、新庁舎の上

に置いたことによってなるのかというのは、ど

ういうお考えをお持ちでしょうか。

先ほどの避難所の関係で申し○川畠総務課長

ますと、あくまで県庁は、永続的な避難所では

ございませんで、市町村が第一義になりますの

で、なるべく早くそちらの市町村の避難所のほ

うに、また移っていただくというふうに取り計

らうことになると思いますが、例えばエントラ

ンスにつきましても、災害応急対策事務に支障

がないように、避難所の方の入り口を別にする

とか、そういった建物構造をちょっと考えてい

ければどうかなというようなことを今、担当の

中では話をしているところです。

だから、ヘリポートにつきましても、従前か
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ら話が出ておりますけれども、宮崎空港である

とか、それは、河川敷にヘリポートがあるわけ

ですけれども、これが使えなくなるような場合

には、新庁舎のそのヘリポートを使うというこ

とができるわけです。

現在、１号館に災害対策本部があるわけです

けれども、現時点において、その何か起こった

ときっていうことについては、現時点では十分

なヘリポートなり、この近辺にはちょっと場所

がございませんので、新庁舎の建設を急いで、

そちらのほうを確保していく必要があろうかと

思います。

何となく、災害時に必要だと○渡辺副委員長

いうのは、漠然とはすごくよくわかるんですけ

ども、今回、上につくるということになれば、

やっぱりこれから県民の皆さんに理解を得てい

く、費用的な面の問題もある中で理解を得るた

めには、そのヘリポートをそこにつくることに

は、こんな合理性があって、どんなふうに利用

されるんだっていうのをかなり具体的に説明が

できないと、何となく、防災拠点だからいいよ

という感じでは、やっぱりなかなか厳しいのか

なという気もするので、そこは要望として、今

後、具体化をいただきたいと思います。

もう一点なんですが、きょういただいている

厚いほうの資料を見ても、いろんな諸室が入る

わけですけれども、通常時から日常的に使うス

ペースていうのは、トイレとかコピー室とか、

そういう要素を除けば、大体半分ぐらいの面積

がその県土整備部や危機管理局、福祉の部門な

どで日常的に執務が行われていて、それ以外の

スペースについては、会議のときに使ったりは

するんでしょうけれども、人が行って使用して

いるというスペースではないという形になるわ

けですが、その際に、各階の中の構成は、何か

防災の面で考えたときに、どういう部屋を下に

置くべきだとか、どういう部屋を上に置くべき

だとか、現時点では、今後、検討するというこ

とだけで、まだ具体的な方針が何も示されては

おりませんが、そこには何か、ルールというか

考え方があるのかないのか、そこ辺はいかがで

しょうか。

委員、御意見をおっしゃられ○川畠総務課長

ましたことにつきましては、まさにこれから細

かく詰めていくところでございまして、現時点

では、ちょっと申し上げる内容はちょっと持ち

合わせてないところでございます。

、 、 、しかしながら 今 お話がありましたように

非常時には災害対策関係諸室ということで、当

、 、 、然 必要な諸室なわけですけど ふだん使いは

会議室、研修室ということで、結構、スペース

があくんじゃないかというふうなお話ではない

かと思うんですが。

この点につきましては、やはり他県でも、実

際、東日本大震災でこういう話がありまして、

対策本部を設置した建物が、ふだん会議室をた

くさん設けている建物でございまして、いざと

いうときに、その会議室が災害対策本部であっ

たり、自衛隊なり国の政府現地対策本部なり、

災害対策関係諸室として非常に役立ったという

ことがございます。

、 、ということは つまり防災拠点庁舎の中には

ある程度、いざというときにそういう体制がと

れるスペースというのを確保しとく必要がある

と思いますので、ふだん使いとしては、会議室

とか研修室で、十分有効に使っていけるという

ふうに考えております。

私は、空きスペースがあるこ○渡辺副委員長

とは問題だという意味で言っているわけではな

くて、それぞれの機能を考えたときに、各階に
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何を配置するかというのに、基本的な考え方が

あるのかなという意味だったんですが、それは

、 。今後っていうことでしたんで それで結構です

、 、もう一点だけお伺いしますが １号館を含め

今、県土整備部やその他危機管理局とか入って

いる部局が出た分のスペースというのは、今あ

る庁舎の中であくことになるかと思いますけど

も、そういう意味での空きスペースは今後、ど

。のような形での利用を検討されるんでしょうか

今、委員御質問の点ですけれ○川畠総務課長

ども、先ほど申し上げたようなことと同じよう

な答弁になってしまうんですが、その抜けたス

ペースにつきましては、現状でも既存の庁舎の

執務室が、果たしてゆとり、十分に余裕がある

のかというところが、まずあると思います。

それから、部屋の中に、高いキャビネをたく

さん置いたり、書類をいっぱい置いておりまし

て、地震とか災害のときに非常に職員を危険に

さらされる、防災上どうかということもござい

ます。

そういうことで、執務室の再配置であります

とか、例えば書庫を拡充するというようなこと

で、防災上の観点からも、十分いろいろ活用に

つきまして検討の余地があるんじゃないかなと

思っています。

最後にします。○渡辺副委員長

今、幾つか伺わせていただきましたが、実際

にこの計画を進めるというのに当たって、どう

しても、この新しい庁舎をイメージしていくと

きに、まだ、埋められない情報があるっていう

のが、今、伺った中でも 「今後です」というお、

話であるわけで、今後、基本構想、基本設計と

段階を進むということになっていますが、今、

、 、お伺いしたような 素朴な疑問点といいますか

どのぐらいの段階で具体的な計画が、議会に対

してであったり、県民の皆さんに示されるとい

うふうに考えておけばよろしいでしょうか。

今回、作成しました基本方針○川畠総務課長

（案）につきましては、まさしく基本的なとこ

ろのみを書いておりまして、委員御指摘のとお

り、いろいろ検討の余地がある部分があろうか

と思います。

一生懸命検討しまして、基本構想、新年度に

取りかかりまして、やっぱりじっくり取り組む

必要がありますんで、早ければ26年内とかそう

いうところで、途中、いろいろ御報告もしなが

らと思いますけれども まとめていければと思っ、

ております。

ありがとうございました。○渡辺副委員長

ほかにありませんか。○内村委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、ないようですので、○内村委員長

次のほうに入らせていただきます。

次に、請願の審査に移ります。

請願第30号及び第38号については、県執行部

の所管ではありませんので、執行部からの説明

は省略いたします。

関連して、委員から質疑はありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

、 、○内村委員長 では ないということですので

そのようにいたします。

最後に、その他で何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって総務部○内村委員長

を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時30分休憩

午後２時35分再開
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それでは、委員会を再開いたし○内村委員長

ます。

まず、採決についてですが、委員会日程の最

終日に行うことになっておりますので、明日行

いたいと思います。

、 。開会時刻は 13時30分でよろしいでしょうか

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

では、そのように決定いたしま○内村委員長

す。

そのほかに何かほかありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

何もないようでしたら、本日の○内村委員長

委員会を終了いたしたいと思いますが、よろし

いでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもちまして本○内村委員長

日の委員会を終わります。

午後２時36分散会
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平成25年12月５日（木曜日）

午後１時30分再開

出席委員（８人）

委 員 長 内 村 仁 子

副 委 員 長 渡 辺 創

委 員 坂 口 博 美

委 員 井 本 英 雄

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 十 屋 幸 平

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外委員（なし）

事務局職員出席者

政策調査課主査 藤 村 正

議事課主任主事 野 中 啓 史

それでは、委員会を再開いたし○内村委員長

ます。

まず、議案等の採決を行います。

議案等につきましては、議案等ごとがよろし

いでしょうか、一括がよろしいでしょうか。

〔 一括」と呼ぶ者あり〕「

では、一括ということですので○内村委員長

一括で採決いたします。

議案第１号、第３号、第５号、第６号、第15

号、第18号及び第21号について、原案のとおり

可決することに御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

。 、○内村委員長 御異議なしと認めます よって

議案第１号外６件については、原案のとおり可

決すべきものと決定いたしました。

次に、請願の取り扱いについてであります。

、 、まず 継続審査中の請願第30号の取り扱いは

いかがいたしましょうか。

〔 継続」と呼ぶ者あり〕「

それでは、お諮りいたします。○内村委員長

請願第30号を継続審査することに賛成の方の挙

手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手多数。よって、請願第30号○内村委員長

は継続審査とすることに決定いたしました。

次に、新規の請願第38号の取り扱いは、いか

がいたしましょうか。

〔 継続」と呼ぶ者あり〕「

それではお諮りいたします。請○内村委員長

願第38号を継続審査することに賛成の方の挙手

を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手多数。よって、請願第38号○内村委員長

は継続審査とすることに決定いたしました。

次に、新規の請願第39号の取り扱いは、いか

がいたしましょうか。

〔 継続」と呼ぶ者あり〕「

それではお諮りいたします。請○内村委員長

願第39号を継続審査することに賛成の方の挙手

を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手少数。よって、請願第39号○内村委員長

を継続審査することは否決されました。

ただいま、継続審査とすることは否決されま

したので、これからは採択または不採択のいず

れかをお諮りすることになります。

ここで鳥飼委員にお聞きしますが、これから

すぐに採決してもよろしいでしょうか。

。○鳥飼委員 それについては異議はありません

それでは、請願第39号の賛否を○内村委員長
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お諮りいたします。なお、態度保留の場合は、

退席したものとみなしますので、御了承くださ

い。

〔鳥飼委員退席〕

請願第39号について、採択すべ○内村委員長

。きものとすることに賛成の方の挙手を求めます

〔賛成者挙手〕

挙手少数。それでは、念のため○内村委員長

反対採決を行います。請願第39号について、不

採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手多数。よって、請願第39号○内村委員長

は不採択とすることに決定いたしました。

〔鳥飼委員着席〕

次に、委員長報告骨子（案）に○内村委員長

ついてであります。

委員長報告の項目として、特に御要望等はあ

りませんか。

暫時休憩いたします。

午後１時35分休憩

午後１時36分再開

それでは、委員会を再開いたし○内村委員長

ます。

それでは、委員長報告につきましては、正副

委員長に御一任いただくことで御異議ありませ

んか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○内村委員長

す。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

「総合政策及び行財政対策に関する調査」に

、 、ついては 継続審査といたしたいと思いますが

御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議ありませんので、この旨○内村委員長

議長に申し出ることといたします。

暫時休憩いたします。

午後１時37分休憩

午後１時45分再開

委員会を再開いたします。○内村委員長

１月30日の閉会中の委員会につきましては、

正副委員長一任ということで委員会を開催する

ことに御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○内村委員長

す。

そのほか、何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

何もないようですので、以上で○内村委員長

委員会を終了いたします。

午後１時46分閉会
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総務政策常任委員会委員長 内 村 仁 子




